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目論見書補完書面（投資信託） 
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。） 

この書面および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・

オフ）の適用はありません。 

手数料等の諸費用について 

・ 購入時の当社の手数料は、購入価額に ３．６７５％（税抜３．５％）を上限として 

当社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

・ 換金時の当社の手数料は、ありません。 

・ お客様が当ファンドで直接的にご負担いただく費用、間接的にご負担いただく費用の 

詳細は投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

 
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 
 
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２８条第１項の規定に基づく第一種金

融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下に

よります。 

・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の

全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文

に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引

報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）。 

・ 分配金を税引き後無手数料で再投資するコースはありません。 
 
当ファンドの販売会社の概要 

 商 号 等    安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 

 本店所在地    〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦３－２３－２１ 

 加入協会     日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 

          特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

 資 本 金    ２２億８千万円 

 主な事業     金融商品取引業 

 設立年月     昭和１９年４月 

 連 絡 先    本店052-971-1511 又はお取引のある支店にご連絡ください。 



投資信託にかかる手数料とコストについて 
 

■購入時にかかる手数料 

投資信託を購入するときには購入時手数料がかかります。この購入時手数料は、同じ投

資信託を購入する場合でも、販売会社によって異なる場合があります。また、同一の販売

会社であっても購入する口数によって異なる場合があります。 

当社では、口数指定で購入していただきます。購入時にかかる手数料が購入口数に係わ

らず一律 3.15％（税抜 3.0%）の場合は、次のように計算します。 

購入金額   ＝ 購入口数 × 約定日の基準価額 

購入時手数料 ＝ 購入金額 × 3.15%（税抜 3.0%） 

＜計算例：購入時手数料が 3.15％（税抜 3.0%）の場合＞ 

例えば 1,000,000 口購入時、約定日の基準価額 10,000円（10,000口当り）の場合は 

 購入金額   ＝ 1,000,000 口 ×（10,000円／10,000口）＝ 1,000,000 円 

 購入時手数料 ＝ 1,000,000 円 × 3.15% ＝ 31,500 円 

となり、合計 1,031,500円お支払いただくこととなります。 

 

■運用（保有）時にかかる手数料 

投資信託の運用中は「信託報酬」が計算され資産総額から差し引かれます。信託報酬は、

その投資信託の運用会社、受託銀行、販売会社のそれぞれに対する報酬になります。また、

投資対象先に信託報酬がかかる場合もあります。その他に、組入有価証券の売買に伴う手

数料、監査報酬、信託財産に関する租税等の諸費用がかかります。 

信託報酬やその他諸費用は、個々のファンド毎に設定されていますので同じファンドで

あればどの販売会社で購入しても同じです。毎日発表される基準価額は、この信託報酬や

その他諸費用を控除した後の価額です。 

 

■解約（換金）時にかかる手数料 

投資信託の解約時には「信託財産留保額」が必要なファンドと必要でないファンドがあ

ります。信託財産留保額は、解約に伴いファンドを換金するコストの一部を、解約する投

資家に負担していただくものです。このため、信託財産留保額が必要なファンドは、基準

価額から信託財産留保額を控除した価額が解約価額となります。尚、投資信託を償還時ま

で保有していただければ、信託財産留保額は必要ではありません。 

＜計算例：信託財産留保額が 0.3％ の場合＞ 

例えば 1,000,000 口解約時、約定日の基準価額 10,000円（10,000口当り）の場合は 

 信託財産留保額 ＝ 10,000 円 × 0.3％ ＝ 30 円 

 解約価額    ＝ 10,000円 － 30円 ＝ 9,970円（10,000口当り） となります。 

 

 

 

 

投資信託にかかる手数料やコストは、それぞれの投資信託によりかかる場合とかからな

い場合があり、かかる場合でも料率や年率が異なります。詳しくは、投資信託説明書（交

付目論見書）をよくお読みください。 



分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞ
れ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の
受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

普通分配金 ： 個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
特別分配金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。

ケースA : 分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円
ケースB : 分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC : 分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円＝▲100円

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
■投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

■分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる
場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
　また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資信託の資産
分配金投資信託で分配金が

支払われるイメージ

分配金と基準価額の関係（イメージ）

10,600円
期中収益 10,550円
（①+②） 期中収益

10,500円 1 0 0円 10,500円 10,500円 (①+②)50円 10,500円
10,400円

10,450円 配当等収益
（①）20円

10,300円

前期決算日 当期決算日 当期決算日 前期決算日 当期決算日 当期決算日 前期決算日 当期決算日 当期決算日
分配前 分配後 分配前 分配後 分配前 分配後

＊500円
（③+④）

＊分配対象額
　500円

＊分配対象額
　600円

＊分配対象額
　500円

＊500円
（③+④）

＊420円
（③+④）

＊分配対象額
　500円

＊50円を
　取崩し

＊分配対象額
　450円

＊分配対象額
　500円

＊80円を
　取崩し

＊分配対象額
　420円

前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合

＊500円
（③+④）

＊50円
＊500円
（③+④）＊450円

（③+④） ＊80円

分配金100円

分配金100円

分配金100円

受益者の 分配金 受益者の 分配金
購入価額 支払後 購入価額 支払後

基準価額 基準価額

☆当初個別 ★個別元本 ☆当初個別 ★個別元本
　元本 　元本

普通分配金

特別分配金 特別分配金
※特別分配金は実質
的に元本の一部払戻
しとみなされ、その
金額だけ個別元本が
減少します。また特
別分配金部分は非課
税扱いとなります

◇計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

◇分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合◇分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

◇計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケース A ケース B ケース C

■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。



ご購入に際しては、本文書の内容を十分にお読みください。

この目論見書により行うＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド（以下「ファンド」といいます。）の受
益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）（以下「金融商品取引
法」といいます。）第５条の規定により有価証券届出書を平成23年６月３日に関東財務局長に提出して
おり、その届出の効力は平成23年６月19日に生じております。

〇本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
〇ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第
198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続を行います。
〇ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

商品分類

単位型・
追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

追加型 海外 株式

決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ

年12回
（毎月）

アジア、
オセアニア なし

属性区分

ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
ＨＰアドレス：http://www.toushin.or.jp/

［ファンドの運用の指図を行います。］
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第330号
設立年月日　　平成2年10月18日
資　本　金　　2,218百万円(平成23年6月3日現在)
運用する投資信託財産の合計純資産総額

12,571億円(平成23年4月末現在)

［ファンドの財産の保管および管理を行います。］
中央三井アセット信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

〇ファンドの販売会社および基準価額等の詳細な情報は、
左記の委託会社のホームページで閲覧できます。
〇金融商品取引法第15条第３項に基づき、投資者の請求に
より交付される目論見書（以下「請求目論見書」といい
ます。）は、左記の委託会社のホームページに掲載されて
おり、ファンドの投資信託約款は請求目論見書に添付さ
れています。
〇請求目論見書は、ご請求により販売会社が交付いた
します。
〇請求目論見書の交付をご請求された場合には、その旨を
記録してくださいます様お願いいたします。

TEL：03－6736－2350
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp

委　託　会　社

照　会　先

受　託　会　社

投資信託説明書（交付目論見書）

投資対象資産

その他資産（投資信託証券
（株式 一般））

投資形態

ファミリー
ファンド



●株式への投資割合には、制限を設けません。
●外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

●毎月の決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向、過去の分配金額等を勘案し、繰越分を含め
た配当等収益から分配することを原則としますが、繰越分を含めた売買益から分配を行うこともあり
ます。また、２月、５月、８月、11月の決算時には、繰越分を含めた売買益による収益から更に上乗せ
して分配をすることもあります。ただし、必ず分配を行うものではありません。

1 2

投資の対象とする資産の主な投資制限

収益の分配方針

ファンドの目的・特色1

「配当等収益」とは、ファンドが実質的に受領する株式の配当金を主とする
収益をいいます。

アジア・オセアニア各国（除く日本）の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的かつ高水
準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
（注）以下、アジア･オセアニア各国には日本は含まれません。

主としてアジア・オセアニア各国の株式の中から、相対的に高い配当利回りが継続するこ
とが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
●主要投資対象となるアジア・オセアニア各国の株式とは以下の株式とします。
・アジア・オセアニア各国の市場で上場または取引されており、かつ当該諸国の法律に基づき設立され
ている企業の発行する株式
・売上または利益の大半をアジア・オセアニア各国から得ていると判断される企業の発行する株式
・資産の大半をアジア・オセアニア各国に保有していると判断される企業の発行する株式
●アジア・オセアニア地域全体（日本を含む）の経済状況の分析を行い、銘柄選択に生かします。
●積極的な企業取材を行い、配当利回り水準とその持続性や、株価上昇の実現性等を分析します。
企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。
 「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのアジア・オセアニア地域（日本を含む）の株式運用を行うチームにおいて、
年間延べ約7,600件（平成22年実績）の企業取材を行っています。

ファンドの特色

ファンドの目的

為替ヘッジは行いません。
外貨建ての株式等に投資しますが、為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による
影響を受けます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する（円安となる）場合に投資成果にプラスとなり、一方
で外国通貨が円に対して下落する（円高となる）場合に投資成果にマイナスとなります。

JFアセット・マネジメント・リミテッド（香港法人）に運用を委託します。
「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用し、運用を行い
ます。

ファンドの運用はファミリーファンド方式＊により、マザーファンドを通じて行います。

＊ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資する
ことにより、その実質的な運用を行う仕組みです。

投資

損益

投資

損益

アジア・
オセアニア各国
の株式等

ＪＦアジア・オセアニア
高配当株式
マザーファンド

（適格機関投資家専用）
＜マザーファンド＞

申込金
投
資
者

ＪＦアジア・オセアニア
高配当株式ファンド

＜ベビーファンド＞収益分配金
一部解約金 等

毎月19日＊の決算時に分配を行います。また２、５、８、11月の決算時にボーナス分配を
行うこともあります。
ただし、いずれも必ず分配を行うものではありません。
＊19日が休業日の場合は翌営業日となります。 
・毎月の分配は、配当等収益から行うことを原則としますが、株式の売買による収益（売買益）から補って
分配することもあります。
・ボーナス分配とは、毎月の分配に加え、売買益から更に上乗せして分配することをいいます。
（注）平成23年7月、8月、9月の決算時には分配を行いません。

上記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配を保証するものではありません。

分配金お支払いのイメージ図アジア・オセアニア各国とは

分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ボーナス分配 ボーナス分配 ボーナス分配 ボーナス分配

＜運用プロセス＞

（注）全ての国を記載しているものではありません。

アジア・オセアニア各国

インド

中国

香港 フィリピン

マレーシア
シンガポール

インドネシア

オーストラリア
ニュージーランド
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＊モデル・ポートフォリオとは、参考となる標準的な構成銘柄等の一覧をいいます。
　国別モデル・ポートフォリオは日本を含むアジア・オセアニア各国のうち、作成対象となる国について作成します。

＊日本を含みます。

ファンド構築
ファンドの投資目的、リスク等を考慮し、①で作成された国別モデル・ポートフォリオおよび③で作成された地域モデル・
ポートフォリオを参考にしながら、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される
銘柄を中心に、ファンドの組入銘柄とその比率を決定します。

4

アジア・オセアニア地域＊モデル・ポートフォリオの作成
②の討議の結果に基づき、アジア・オセアニア地域における、各国市場の投資魅力度について評価します。
その評価に基づき国別資産配分を決定し、①の国別モデル・ポートフォリオを組み合わせ、アジア・オセアニア地域モデル・
ポートフォリオを作成します。

3

国別モデル・ポートフォリオの確認および各国市場の投資魅力度の討議
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループからの金利、為替動向等の情報を参考にしながら、①で作成された国別
モデル・ポートフォリオの組入銘柄と比率の妥当性を確認し、各国市場の投資魅力度について討議します。

2

国別モデル・ポートフォリオ＊の作成
企業取材を踏まえ、各企業の事業内容、収益性、財務・経営状況、配当政策等の分析を行い、評価の高い銘柄を中心に業
種分散、流動性等にも配慮しながら国別モデル・ポートフォリオを作成し、相互に受ける影響や相対的な魅力度を判断して、
②以下のプロセスで活用します。

1

中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、
フィリピン、インド、オーストラリア、ニュージーランド等の国をいいます。



●株式への投資割合には、制限を設けません。
●外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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た配当等収益から分配することを原則としますが、繰越分を含めた売買益から分配を行うこともあり
ます。また、２月、５月、８月、11月の決算時には、繰越分を含めた売買益による収益から更に上乗せ
して分配をすることもあります。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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ファンドは、主にアジア・オセアニア各国の株式に投資しますので、以下のような要因の影
響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。

株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動
性による影響を受け、変動することがあります。

株価変動リスク

3 4

基準価額の変動要因

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
投資信託は元本保証のない金融商品です。

カントリーリスク
アジア・オセアニア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投
資資産の価値が変動する可能性があります。
・先進国と比較して一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、株式や通
貨の価格に大きく影響する可能性があります。

・株式・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、株式・通貨の価格変動が大きくなる
場合があります。

・先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で、情報開示の基準や証券決済の
仕組みが異なること、政府当局による一方的な規制導入もあることから、予期しない運
用上の制約を受けることがあります。

・税制が先進国と異なる面がある場合や、一方的な税制の変更や新税制の適用がある場
合があります。

為替変動リスク
ファンドは、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動し
ます。

クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
その他の留意点

運用委託先では、運用部門から独立した部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を
行います。
●運用成果やリスク水準の妥当性のチェック
●取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引にかかる適正性のチェック
●投資方針、投資範囲、投資制限等の遵守状況のチェック
運用委託先は、上記リスク管理を行うにあたり、グループ内の他の会社から実務面の助力
を得ている場合があります。

リスクの管理体制

上記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響する
ことがあります。

投資リスク2 運用実績3
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投資リスク2 運用実績3
運用実績は、委託会社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp）、または販売会社で開示される予定です。

基準価額・純資産の推移
ファンドの運用は、2011年7月8日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり
ません。

分配の推移
ファンドの運用は、2011年7月8日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり
ません。

主要な資産の状況
ファンドの運用は、2011年7月8日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり
ません。

年間収益率の推移
ファンドの運用は、2011年7月8日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり
ません。
ファンドにベンチマークはありません。
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お申込みメモ

手続・手数料等4
［ファンドの費用］
以下の費用を投資者にご負担いただきます。

ファンドの費用・税金

信託財産留保額

手数料率は3.675％（税抜3.5％）を上限とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（購入時手数料＝購入価額×購入口数×手数料率（税込））
分配金再投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

購入時手数料

純資産総額に対して年率1.5435％（税抜1.47％）がかかります。
信託財産に日々費用計上し、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。
支払先の内訳は以下のとおりです。

1　以下の費用等が認識された時点で、ファンドの計理基準に従い、信託財産に計上されます。た
だし、間接的にファンドが負担するものもあります。
・有価証券の取引等にかかる費用（その相当額が取引価格に含まれている場合があります。）
・外貨建資産の保管費用
・信託財産に関する租税
・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用
２　原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。
（注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方

法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載しておりません。また、上記2の実
費相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載しておりません。さらに、その合計額
は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載し
ておりません。

３　純資産総額に対し、年率0.021％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額
を信託財産に日々計上します。ただし、年間315万円（税抜300万円）を上限とします。
なお、上記１・２および３の費用等の詳細は、請求目論見書で確認することができます。

かかりません。

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

そ の 他 の
費 用・手 数 料

投資者が直接的に負担する費用

年率0.735％
（税抜0.70％）

（内、年率0.50％を運用委託先に支払います。）

年率0.735％
（税抜0.70％）

年率0.0735％
（税抜0.07％）

（委託会社） （販売会社） （受託会社）

(注)上記における「税」は、消費税および地方消費税相当額です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

［税金］
●税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人の投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

（注１）上記は、平成23年4月末現在適用されるものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
（注２）法人の場合は上記とは異なります。
（注３）税金の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)にご確認されることをお勧めいたします。

時　　期 項　　目 税　　金

収益分配時 所得税および地方税
配当所得として課税されます。
普通分配金に対して10％（所得税7％、地方税3％）

換金(解約)時
および償還時 所得税および地方税

譲渡所得として課税されます。
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％
（所得税7％、地方税3％）

購 入 単 位
販売会社が定める単位とします。ただし、分配金再投資コース＊において収益分配金を再投資
する場合は、1円以上1円単位とします。
＊収益分配がなされた場合、税金を差し引いた後の収益分配金がファンドに再投資される申込方法です。

購 入 価 額 当初申込期間：1口当たり1円とします。
継続申込期間：購入申込日の翌営業日の基準価額とします。

購 入 代 金 販売会社が定める日までに購入代金を当該販売会社にお支払いいただきます。
（購入代金＝購入価額×購入口数＋購入時手数料（税込））

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。

換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。換金時に手数料はかかりません。

換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。

申込受付中止日
継続申込期間中、香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日（半
休日を含みます。）には、購入・換金の申込みの受付は行いません。
（注）申込受付中止日については販売会社にお問い合わせください。

申込締切時間 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

購入の申込期間
当初申込期間：平成23年6月20日から平成23年7月7日までとします。
継続申込期間：平成23年7月8日から平成24年9月18日までとします。
継続申込期間は、その満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

換 金 制 限 －

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

以下の事情により基準価額が確定できない場合は、購入・換金申込みの受付を中止することが
あり、また既に受け付けられた購入・換金申込みの取消しができることがあります。
　・有価証券取引市場における取引の停止
　・外国為替取引の停止　・その他やむを得ない事情

信 託 期 間 無期限です。（設定日は平成23年7月8日です。）

繰 上 償 還

以下の場合には、ファンドが繰上償還されることがあります。
　・�設定日から1年経過以降、ファンドの受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合
　・ファンドを償還することが受益者のため有利であると委託会社が認める場合
　・やむを得ない事情が発生した場合

決 算 日 毎月19日（休業日の場合は翌営業日）です。

収 益 分 配

毎月の決算時に委託会社が分配額を決定します。ただし、平成23年7月、8月、9月の決算時に
は分配を行いません。また、必ず分配を行うものではありません。収益分配金は、原則として決
算日から5営業日までに受益者に支払いを開始します。
分配金再投資コースをお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料でファンドに再投
資されます。

信託金の限度額 1,500億円です。

公 告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 6月、12月の決算日毎および償還時に委託会社が作成し、知れている受益者に対して販売会
社を通して交付します。

課 税 関 係 課税上の取り扱いは、「公募株式投資信託」となります。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。
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お申込みメモ

手続・手数料等4
［ファンドの費用］
以下の費用を投資者にご負担いただきます。

ファンドの費用・税金

信託財産留保額

手数料率は3.675％（税抜3.5％）を上限とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（購入時手数料＝購入価額×購入口数×手数料率（税込））
分配金再投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

購入時手数料

純資産総額に対して年率1.5435％（税抜1.47％）がかかります。
信託財産に日々費用計上し、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。
支払先の内訳は以下のとおりです。

1　以下の費用等が認識された時点で、ファンドの計理基準に従い、信託財産に計上されます。た
だし、間接的にファンドが負担するものもあります。
・有価証券の取引等にかかる費用（その相当額が取引価格に含まれている場合があります。）
・外貨建資産の保管費用
・信託財産に関する租税
・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用
２　原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。
（注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方

法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載しておりません。また、上記2の実
費相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載しておりません。さらに、その合計額
は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載し
ておりません。

３　純資産総額に対し、年率0.021％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額
を信託財産に日々計上します。ただし、年間315万円（税抜300万円）を上限とします。
なお、上記１・２および３の費用等の詳細は、請求目論見書で確認することができます。

かかりません。

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

そ の 他 の
費 用・手 数 料

投資者が直接的に負担する費用

年率0.735％
（税抜0.70％）

（内、年率0.50％を運用委託先に支払います。）

年率0.735％
（税抜0.70％）

年率0.0735％
（税抜0.07％）

（委託会社） （販売会社） （受託会社）

(注)上記における「税」は、消費税および地方消費税相当額です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

［税金］
●税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人の投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

（注１）上記は、平成23年4月末現在適用されるものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
（注２）法人の場合は上記とは異なります。
（注３）税金の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)にご確認されることをお勧めいたします。

時　　期 項　　目 税　　金

収益分配時 所得税および地方税
配当所得として課税されます。
普通分配金に対して10％（所得税7％、地方税3％）

換金(解約)時
および償還時 所得税および地方税

譲渡所得として課税されます。
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％
（所得税7％、地方税3％）



ご購入に際しては、本文書の内容を十分にお読みください。

この目論見書により行うＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド（以下「ファンド」といいます。）の受
益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）（以下「金融商品取引
法」といいます。）第５条の規定により有価証券届出書を平成23年６月３日に関東財務局長に提出して
おり、その届出の効力は平成23年６月19日に生じております。

〇本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
〇ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第
198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続を行います。
〇ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

商品分類

単位型・
追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

追加型 海外 株式

決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ

年12回
（毎月）

アジア、
オセアニア なし

属性区分

ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
ＨＰアドレス：http://www.toushin.or.jp/

［ファンドの運用の指図を行います。］
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第330号
設立年月日　　平成2年10月18日
資　本　金　　2,218百万円(平成23年6月3日現在)
運用する投資信託財産の合計純資産総額

12,571億円(平成23年4月末現在)

［ファンドの財産の保管および管理を行います。］
中央三井アセット信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

〇ファンドの販売会社および基準価額等の詳細な情報は、
左記の委託会社のホームページで閲覧できます。
〇金融商品取引法第15条第３項に基づき、投資者の請求に
より交付される目論見書（以下「請求目論見書」といい
ます。）は、左記の委託会社のホームページに掲載されて
おり、ファンドの投資信託約款は請求目論見書に添付さ
れています。
〇請求目論見書は、ご請求により販売会社が交付いた
します。
〇請求目論見書の交付をご請求された場合には、その旨を
記録してくださいます様お願いいたします。

TEL：03－6736－2350
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp

委　託　会　社

照　会　先

受　託　会　社

投資信託説明書（交付目論見書）

投資対象資産

その他資産（投資信託証券
（株式 一般））

投資形態

ファミリー
ファンド
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（愛称：アジアの風） 
追加型投信／海外／株式 
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 ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンドの受益権の募集については、委託会社

は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）（以下「金融商品取引法」といいま

す。）第５条の規定により有価証券届出書を平成23年６月３日に関東財務局長に提出
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 本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書

第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」および第三部「委託会社等の情報 第

１ 委託会社等の概況」の内容を記載した、金融商品取引法第15条第３項に基づき、

投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。 

 当ファンドの課税上の取り扱いは、「公募株式投資信託」となります。 
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第一部 証券情報 
 

(1) ファンドの名称 

  ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド（愛称：アジアの風、以下「当ファンド」といい

ます。） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

  当ファンドは、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」といいま

す。）を委託会社とし、中央三井アセット信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）

を受託会社とする契約型の追加型株式投資信託です。 

  当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に

定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。 

  当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関

に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規

定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口

座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

  委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。 

  なお、本書の各記載項目の表題部において「受益証券」と表記されている場合がありますが、

上述のとおり当ファンドは原則として受益証券を発行しませんので、適宜「受益権」とお読み替

えください。 

  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付

業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 

  なお、当初元本は１口当たり１円です。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額 

  当初申込期間：500億円を上限とします。 

  継続申込期間：3,000億円を上限とします。 

  なお、前記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。 

 

(4) 発行（売出）価格 

  当初申込期間：１口当たり１円とします。 

  継続申込期間：取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 

 

  「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除した１口当たりの価額をいいます。

なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

 

  基準価額（１万口当たり）は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、

基準価額（１万口当たり）は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 

  販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。 

  照会先： 

  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

  TEL：０３－６７３６－２３５０ 

  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時） 

  HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp 

－  － 
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(5) 申込手数料 

① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出

日現在、販売会社における手数料率＊は、3.675％（税抜3.5％）が上限となっています。 

＊ 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みま

す。また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。 

 

  手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。 

  販売会社に関しては、前記「(4)発行（売出）価格」の照会先までお問い合わせください。 

 

② 分配金再投資契約＊に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 

＊ 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、

当該別の名称に読み替えるものとします。なお、分配金再投資とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金

より税金を差し引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものです。 

 

(6) 申込単位 

   収益分配金の受取方法により、２つのコースがあります。 

・「分配金受取りコース＊」･････収益の分配時に収益分配金をお受け取りになれます。 

  ・「分配金再投資コース＊」･････収益分配金が税引き後、再投資されます。 
＊ 「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」については、販売会社によってはそれぞれ別の名称

を使用する場合があります。 

 

「分配金再投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で分配金

再投資契約を締結します。 

    

いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定める単位とします。 

ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、１円以上１円単位と

します。 
 

申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。 

   販売会社に関しては、前記「(4)発行（売出）価格」の照会先までお問い合わせください。 

 

(7) 申込期間 

  当初申込期間：平成23年６月20日から平成23年７月７日までとします。 

  継続申込期間：平成23年７月８日から平成24年９月18日までとします。＊ 
＊ 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 

 

(8) 申込取扱場所 

  申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。 

  販売会社に関しては、前記「(4)発行（売出）価格」の照会先までお問い合わせください。 

  販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売

会社にお問い合わせください。 

 

(9) 払込期日 

  当初申込期間中は、投資者は、取得申込代金＊を申込みの販売会社に当初申込期間中に支払うも

のとします。当初申込期間にかかる発行価額の総額は、当ファンドの信託設定日に販売会社より

－  － 
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委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。 

  継続申込期間中は、投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会

社に支払うものとします。継続申込期間中における取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が

行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い

込まれます。 
＊ 取得申込代金とは、申込金（発行価格×取得申込口数）に、申込手数料（税込）を加算した金額です。 

 

(10) 払込取扱場所 

  投資者は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。 

 

(11) 振替機関に関する事項 

  当ファンドの振替機関は、株式会社 証券保管振替機構です。 

 

(12) その他 

① 申込証拠金はありません。申込金には利息はつきません。 

② 日本以外の地域における受益権の発行はありません。 

③ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 

④ 振替受益権について 

  当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

  当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関す

る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 
 

１ ファンドの性格 
 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

 

(イ) ファンドの目的 

  当ファンドは、アジア・オセアニア各国*１（除く日本）の株式を実質的な主要投資対象と

し、安定的かつ高水準の配当等収益＊２を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかるこ

とを目的とします。＊３ 
＊１ アジア・オセアニア各国とは、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インド

ネシア、フィリピン、インド、オーストラリア、ニュージーランド等、運用委託先（後記（ニ）ファン

ドの特色 ⑤をご参照ください。）がそれに該当すると判断する国をいいます。なお、以下「アジア・

オセアニア各国」には日本は含まれません。 

＊２ 「配当等収益」とは、ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド信託約款（以下「信託約款」とい

います。）第39条第１項第１号に定めるものをいい、同号に定めるみなし配当等収益を含みます。 

＊３ 当ファンドの運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するＪＦアジア・オセアニア

高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証

券を主要投資対象として行います。 

「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の

対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限そ

の他の運用上の制限が実質的に同一（マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの

投資にかかるものを除きます。）のものをいいます。 

 

アジア・オセアニア各国 
  

（注）全ての国を記載しているものではありません。 

 

(ロ) 信託金の限度額 

  委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,500億円を限度として信託金を追加することがで

きます。 

－  － 
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(ハ) 基本的性格 

  社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属

性区分は以下の通りです。 

 

  商品分類＊１－追加型投信／海外／株式 

  属性区分＊２－投資対象資産：その他資産（投資信託証券（株式 一般））＊３ 
＊３ マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行いま

すので、投資対象資産は、その他資産（投資信託証券（株式 一

般））と記載しています。 

決算頻度：年12回（毎月） 

投資対象地域：アジア、オセアニア 

投資形態：ファミリーファンド 

為替ヘッジ：なし 

 
  ＊１ 商品分類の定義（社団法人投資信託協会－商品分類に関する指針） 

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信

託財産とともに運用されるファンド。 

海外 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 

株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの。 
   

＊２ 属性区分の定義（社団法人投資信託協会－商品分類に関する指針） 

投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））： 

親投資信託への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち大

型株属性＊、中小型株属性＊のいずれにもあてはまらない全てのも

の。 

決算頻度 年12回（毎月）： 

目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載

があるもの。 

投資対象地域 アジア、オセアニア： 

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

除くアジア、オセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

の。 

投資形態 ファミリーファンド： 

目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する

もの。 

為替ヘッジ なし： 

目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載

があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。 

＊ ｢大型株属性｣･･･目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。

 ｢中小型株属性｣･･･目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも

の。 

（注）前記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考

に委託会社が作成したものが含まれます。 
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（参考）社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧 

 

  商品分類表 

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉）

 

 

 

単 位 型 

 

 

 

追 加 型 

 

 

 

国  内 

 

 

海  外 

 

 

内  外 

 

株  式 

 

債  券 

 

不動産投信 

 

その他資産 

（    ） 

 

資産複合 

 
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 
属性区分表 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 

 

株式 

 一般 

 大型株 

 中小型株 

 

債券 

 一般 

 公債 

 社債 

 その他債券 

 クレジット属性 

 （  ） 

 

不動産投信 

 

その他資産 

 （投資信託証券 

 （株式 一般）） 

 

資産複合 

 （  ） 

 資産配分固定型 

 資産配分変更型 

 

 

年１回 

 

年２回 

 

年４回 

 

年６回 

（隔月） 

 

年１２回 

（毎月） 

 

日々 

 

その他 

（  ） 

 

グローバル 

 

日本 

 

北米 

 

欧州 

 

アジア 

 

オセアニア 

 

中南米 

 

アフリカ 

 

中近東 

（中東） 

 

エマージング 

 

 

 

 

 

 

ファミリーファンド 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・

ファンズ 

 

 

 

 

 

 

あり 

（  ） 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

   

当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協

会のホームページをご覧ください。 

ＨＰアドレス：http://www.toushin.or.jp/ 
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 (ニ) ファンドの特色 

① マザーファンドを通じて、主としてアジア・オセアニア各国の株式の中から、相対的に高い

配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄に投資します。 

   

 
● 主要投資対象となるアジア・オセアニア各国の株式とは以下の株式とします。 

・ アジア・オセアニア各国の市場で上場または取引されており、かつ当該諸国の法律に

基づき設立されている企業の発行する株式 

・ 売上または利益の大半をアジア・オセアニア各国から得ていると運用委託先が判断す

る企業の発行する株式 

・ 資産の大半をアジア・オセアニア各国に保有していると運用委託先が判断する企業の

発行する株式 

● アジア・オセアニア地域全体（日本を含む）の経済状況の分析を行い、銘柄選択に生かし

ます。 

● 積極的な企業取材＊を行い、配当利回り水準とその持続性や、株価上昇の実現性等を分析

します。 

＊ 企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。 

「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループのアジア・オセアニア地域（日本を含む）の

株式運用を行うアジア・太平洋地域グループ（以下「ＰＲＧ」という場合があります。）において、

年間延べ約7,600件（平成22年実績）の企業取材を行っています。 

ＰＲＧは、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社（委託会社を含みます。）

のアジア・太平洋地域においてＪＦストラテジーに基づく株式運用を行うポートフォリオ・マネ

ジャーで構成されます。 

  ＰＲＧのポートフォリオ・マネジャーは、ＰＲＧの各地域のポートフォリオ・マネジャーと意見

交換し、各銘柄の調査・分析を行っております。 

「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループとは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・

カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。 

 

② 当ファンドは、毎月19日＊の決算時に分配を行います。また２、５、８、11月の決算時に

ボーナス分配を行うこともあります。ただし、いずれも必ず分配を行うものではありません。 

＊19日が休業日の場合は翌営業日となります。 

 

・  毎月の分配は、繰越分を含めた配当等収益から行うことを原則としますが、売買益

（繰越分を含めた信託約款第39条第１項第２号に定めるものをいいます。以下同じ。）

から補って分配することもあります。 

・  ボーナス分配とは、毎月の分配に加え、売買益から更に上乗せして分配することをい

います。 

 

（注）平成23年７月、８月、９月の決算時には分配を行いません。 

 

 

 

 

 

 

前記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配を保証するものではありません。 
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③ 為替ヘッジは行いません。 

  外貨建ての株式等に投資しますが、当ファンド・マザーファンド共、為替ヘッジを行わない

ため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。 

為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する（円安となる）場合に投資成果にプラスとなり、

一方で外国通貨が円に対して下落する（円高となる）場合に投資成果にマイナスとなります。 

 

④ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式＊により、マザーファンドを通じて行います。 
＊ ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが

実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ マザーファンドの運用の指図に関する権限をＪＦアセット・マネジメント・リミテッド＊

（香港法人）に委託します。（以下「運用委託先」という場合があります。） 

 

「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用し、

運用を行います。 

 

＊ ＪＦアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメン

ト」グループの一員です。 

 
(2) ファンドの沿革 

  平成23年７月８日  当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運

用開始（予定） 

   

申込金 

収益分配金 
一部解約金 等 

投資 

損益 

投資 

損益 

投資者 
ＪＦアジア・オセアニ

ア高配当株式ファンド

＜ベビーファンド＞ 

ＪＦアジア・オセアニア
高配当株式 
マザーファンド 
（適格機関投資家専用） 

＜マザーファンド＞ 

アジア・オ

セアニア各

国の株式等

－  － 
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 (3) ファンドの仕組み 

 

（イ）仕組図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が

締結している契約等の概要 

① ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（委託会社） 

  当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、

目論見書および運用報告書の作成等を行います。 

② 中央三井アセット信託銀行株式会社（受託会社） 

  （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 

  委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産

の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。 

③ ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド(投資顧問会社) 

  委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託

を受け、マザーファンドの運用指図を行います。 

④ 販売会社 

  委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見

書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解

約金・償還金の支払い等を行います。 

 

(ハ) 委託会社の概況 

① 資本金 2,218百万円（有価証券届出書提出日現在） 

② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号 

③ 設立年月日 平成２年10月18日 

委託会社 

販売会社 

受託会社 

投資顧問会社 

投資者 

当ファンド 

投資運用 
委託契約 

分配金再投資契約 
（「分配金再投資コース」の場合） 

投資信託受益権等の募

集・販売の取扱い等に関

する契約 

証券投資信託契約

マザーファンド 
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④ 会社の沿革 

  昭和46年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開

設 

  昭和60年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の

規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の

認可を受ける。 

  平成２年 ジャーディン・フレミング投信株式会社（委託会社）設立 

  平成７年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株

式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 

  平成13年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式

会社に商号変更 

  平成18年 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 

  平成20年 ＪＰモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 

⑤ 大株主の状況（有価証券届出書提出日現在） 

名     称 住  所 所有株式数(株) 比率(％)

ジェー・ピー・モルガン・ 

アセット・マネジメント（アジア）インク 
米国デラウェア州 56,265 100 

 

－  － 
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２ 投資方針 
 

(1) 投資方針 

(イ) 運用方針 

① 当ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 

② マザーファンドは、アジア・オセアニア各国の株式を主要投資対象とし、相対的に高い配

当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を

行い、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかるこ

とを目的として運用を行います。 

 

(ロ) 投資態度 

１. マザーファンドは、アジア・オセアニア各国の株式に主として投資します。また運用委託

先がそれと同等の投資成果を得られると判断する以下の有価証券を含む、他の有価証券も投

資対象とします。 

・預託証券     ：ある国の企業の株式を国外でも流通させるために、その株式を先進国

の銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する

証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引さ

れる市場で取引されます。 

・カバード・ワラント：オプション（ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定

の日または期間において、一定のレートまたは価格で取引する権利）

を証券化したもののことをいいます。 

・株価連動社債   ：ある株式（複数の銘柄の場合を含みます。）の価格に連動する投資成

果を得ることを目的として組成される社債のことをいいます。 

 

２. マザーファンドにおける運用プロセス 

  マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。 

  なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合もあります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国別モデル・ポートフォリオの作成 

 ＰＲＧに属する国別スペシャリスト＊１が、それぞれの担当国に特化して現地に密着した企業

取材を行い、次の２つの視点から各企業の分析を行います。 

◆ビジネスの構造的な質（長期的な視点）：業種としての魅力、業種内での競争力、財務・

経営状況等による企業の安定性、資本構成、経営者の質、配当政策等 

◆期待される相対的な株価収益（短中期的な視点）：株価バリュエーションの絶対的・相対

的な割高・割安感、株価バリュエーション再評価の可能性、業種全体の動向、流動性、情

報の量と質等 

④ポートフォリオ構築 

①国別モデル・ポートフォリオの作成 

②国別モデル・ポートフォリオの確認および各国市場の投資魅力度の討議 

③アジア・オセアニア地域モデル・ポートフォリオの作成 

－  － 
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 前記の分析に基づき、国別スペシャリストは、株価収益が各国市場全体の平均を上回ると判

断する度合いに応じ、各企業を１～５の銘柄評価（１＝もっとも市場を上回る株価収益が期待

できる銘柄、５＝もっとも市場を下回ると思われる銘柄）に格付けします。１または２と格付

けされた銘柄を中心に、国別スペシャリストにより、業種分散や流動性等にも配慮しながら日

本を含むアジア・オセアニア各国の作成対象となる国の国別モデル・ポートフォリオ＊２が作成

されます。国別モデル・ポートフォリオは、相互に受ける影響や相対的な魅力度を判断して、

後記②以下のプロセスで活用します。 
＊１ 国別スペシャリストとは、それぞれの担当国に特化して現地に密着した調査・運用を行うポートフォ

リオ・マネジャーのことをいいます。 

＊２ 国別モデル・ポートフォリオとは、国別スペシャリストが構築するその国の銘柄のみで構成されたモ

デル・ポートフォリオ（参考となる標準的な構成銘柄等の一覧）です。 

② 国別モデル・ポートフォリオの確認および各国市場の投資魅力度の討議 

 週次で開催されるＰＲＧミーティングにおいて、国別スペシャリストと地域スペシャリス

ト＊は、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループからの金利、為替動向等の情報

を参考に、ＰＲＧの投資方針の鍵となる以下の確認・討議を行います。 

◆前記①で作成された各国の国別モデル・ポートフォリオの組入銘柄と比率の妥当性の確認 

◆後記③でアセット・アロケーション委員会により決定される国別評価の土台となる、アジ

ア・オセアニア各国の各市場の投資魅力度についての討議 

 また、前回のＰＲＧミーティングの討議内容、および前回の後記③のアセット・アロケー

ション委員会で決定された国別評価についての検討・議論も行います。 
＊ 地域スペシャリストとは、アジア地域全体をカバーして調査・運用を行うポートフォリオ・マネジャー

のことをいいます。 

③ アジア・オセアニア地域モデル・ポートフォリオの作成 

 前記②におけるＰＲＧミーティングでの討議に基づき、隔週で開催されるアセット・アロ

ケーション委員会において、アジア・オセアニア地域における各国市場の投資魅力度につき国

別評価を決定します。各国市場の株価収益がアジア・オセアニア地域全体の平均を上回ると判

断する度合いに応じ、１～５の国別評価（１＝もっともアジア・オセアニア地域を上回る株価

収益が期待できる国、５＝もっともアジア・オセアニア地域を下回ると思われる国）に格付け

します。この国別評価に基づき国別配分を決定し、アジア・オセアニア各国の国別モデル・

ポートフォリオを組み合わせ、アジア・オセアニア地域全体のモデル・ポートフォリオを作成

します。 

④ ポートフォリオ構築 

 マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、前記①で作成された国別モデル・ポート

フォリオにおける銘柄や組入比率および前記③で作成されたアジア・オセアニア地域全体のモ

デル・ポートフォリオにおける国別配分比率を参考にしながら、相対的に高い配当利回りが継

続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄を中心に、マザーファンドの規模等

を勘案した場合の流動性リスク、投資ガイドライン＊等を考慮し、マザーファンドのポート

フォリオの組入銘柄およびその比率を決定します。 

 なお、前記の運用プロセスを経るものの、相対的に高い配当利回りが継続することが見込ま

れ、かつ株価の上昇が期待される銘柄を中心に組入れ銘柄を決定するため、銘柄評価が１また

は２の銘柄以外の銘柄が保有されることがあります。また、市場環境や売買タイミング、流動

性等の理由により、評価上位銘柄の非保有や、評価下位銘柄の保有が生じる場合があります。 

 ＊ 後記「３投資リスク (2) 投資リスクに関する管理体制」をご参照ください。 
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(2) 投資対象 

 当ファンドの投資対象および運用の指図範囲につきましては、信託約款をご参照ください。 

 

（参考）マザーファンドの投資対象 

 マザーファンドの投資対象および運用の指図範囲につきましては、ＪＦアジア・オセアニア

高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専用）信託約款（以下「マザーファンド信託約

款」といいます。）をご参照ください。 

 

(3) 運用体制 

・当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券にかかる運用体制 

① ＪＦアセット・マネジメント・リミテッドのアジア株式運用は、65名のアジア・太平洋地域

グループ（ＰＲＧ）のメンバーが携わっています。 

② ＰＲＧは国別スペシャリストと地域スペシャリストにより構成され、それぞれの役割を補完

し合っています。 

③ 国別スペシャリストと地域スペシャリストとの間で行われるＰＲＧミーティングで、日本を

含むアジア・オセアニア地域の投資方針が討議されます。 

④ ＰＲＧでは企業取材を重視しており、年間で延べ約7,600件（日本を含む）の企業取材を

行っています。（平成22年実績） 

⑤ 国別スペシャリストにより作成される国別モデル・ポートフォリオと、ＰＲＧの投資方針を

踏襲し作成されるアジア・オセアニア地域モデル・ポートフォリオを参考に、マザーファンド

のポートフォリオ・マネジャーは最終的な投資判断を行います。 

⑥ ＪＦアセット・マネジメント・リミテッドのセントラル・ディーリング部門は、マザーファ

ンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、有価証券等の売買執行を行います。 

⑦ ＪＦアセット・マネジメント・リミテッドにおいては、運用部門から独立した内部管理部門

（「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員であるＪＰモルガン・アセッ

ト・マネジメント（シンガポール）リミテッドから実務面の助力を得ている場合がありま

す。）が、マザーファンドの運用成果やリスク水準の妥当性、有価証券の取引の適正性および

投資方針・投資範囲・投資制限等の遵守状況のチェックを行います。 

 
（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成23年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

・委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制 

 委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商

品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことに

より管理しております。 

 また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、

受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しております。さらに、必要に応じミーティン

グを行い、受託会社の業務の状況を確認しております。 

 

(4) 分配方針 

 毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。 

 ただし、平成23年７月、８月および９月の計算期間終了時には分配を行いません。 

① 分配対象収益の範囲 

  計算期間終了日における、信託約款第39条第１項各号に定める受益者に分配することがで

きる額と、分配準備積立金の合計額とします。 

－  － 
 

 

13



 
 

 
 

 

② 分配対象収益の分配方針 

  委託会社は、前記①の分配対象収益の範囲内で、基準価額水準、市況動向、過去の分配金

額等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。分

配は、毎月の計算期間終了時点における配当等収益（前計算期間以前に生じ分配準備積立金

として積み立てたものを含みます。）から行うことを原則としますが、売買益（信託約款第

39条第１項第２号に定めるものをいい、前計算期間以前に生じ分配準備積立金として積み立

てたものを含みます。以下同じ。）から補って分配することもあります。また、２月、５月、

８月、11月の計算期間終了日については、売買益から更に上乗せして分配することもありま

す。 

③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針 

  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行います。 

＜参考＞ 

収益分配金の支払いについて 

① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて

いる受益者（当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。）に、原則として計算期間終了日から起算して

５営業日目までに支払いを開始します。 

② 「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ

れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5) 投資制限 

(イ) 信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めてい

ます。詳しくは、信託約款をご参照ください。 

（参考）マザーファンドの投資制限 

 マザーファンド信託約款は、委託会社（運用委託先を含みます。）によるマザーファンドの

運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、マザーファンド信託約款を

ご参照ください。 

 

(ロ) 投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下

のような投資制限があります。（マザーファンドにも同様の投資制限があります。） 

① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委

託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当

該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、

当該株式を当ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。 

② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場

その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじ

め委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えること

となる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券

もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含む。）を行い、または継続すること

を受託会社に指図してはなりません。 
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３ 投資リスク 
 

(1) リスク要因 

 当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投

資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のもの

を伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンド

についてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすもので

す。 

 なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存

在することがあります。 

 マザーファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組

入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、そ

の結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあ

ります。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、当

ファンドは元金が保証されているものではありません。 

① 株価変動リスク 

  株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変

動することがあります。（発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになること

もあります。）また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動する

ことがあります。マザーファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用

を行うため、株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は高位に保ちます。そのた

め、マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可

能性があります。 

② 為替変動リスク 

  マザーファンドは、主として外貨建資産に投資しますが、当ファンド・マザーファンドに

おいて為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動によりマザーファンドの信託財

産の価値および当ファンドの基準価額が変動します。 

③ カントリーリスク 

  アジア・オセアニア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受けマ

ザーファンドの信託財産の価値が変動・下落することがあります。 

・先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに

起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。 

・株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果株式・通貨の価格変動

が大きくなることがあります。 

・先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基

盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、

政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を

受けることがあります。 

・税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新た

な税制が適用されたりすることもあります。 

・税制に関するリスクおよび留意点 

  インドの株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドに

おいては非居住者による１年を超えない保有有価証券の売却益に対して15％のキャピタル・

ゲイン課税が、さらに当該売却益に対して最大0.83625％のその他の税（以下、あわせて
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「キャピタル・ゲイン税等」といいます。）が適用されます。また有価証券の売買時に売買

代金に対して0.125％の有価証券取引税が適用されます。（税率は全て平成23年１月末現

在）その他に、インド・ルピーの売買に関し行われる外国為替取引についてサービス税が課

される場合があります。その税率および課税対象となる額は、外国為替取引の形態により異

なります。将来これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された

場合には、マザーファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。 

  マザーファンドはインドにおけるキャピタル・ゲイン税等の計算に当たり、現地の税務顧

問を使用しております。当該税務顧問に対する費用は、信託財産の規模にかかわらず発生す

る性質のものであるため、信託財産の規模が小さくなった場合には、信託財産の価値に対す

る影響が信託財産の規模が大きい場合に比べて、大きくなることが予想されます。 

・「非課税利得」の帰属について 

  インドにおいては非居住者による１年を超える保有有価証券の売却益は、キャピタル・ゲ

イン税等の対象となりません。当ファンドは追加型ですので、マザーファンドが１年を超え

て株式を保有し、キャピタル・ゲイン税等を負担しなかった場合の利得（以下「非課税利

得」といいます。）は、マザーファンドが株式の売却を行った時点の当ファンドの受益者に

帰属し、当ファンドの受益権を１年以上保有している受益者のみに帰属するものではありま

せん。また、非課税利得は当ファンドの受益者のみに帰属するものではなく、マザーファン

ドを投資対象とする他のファンドの受益者にも帰属することになります。 

・キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上タイミングに関する留意点 

  キャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の

調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額がマザーファンドに費用計上されます。

このため、マザーファンドで含み益を持つ保有期間が１年を超えない有価証券を売却する毎

に、信託財産の価値が下落する場合があります。 

④ 流動性のリスク 

  アジア・オセアニア各国の中には、新興国が含まれますが、新興国の株式は先進国の株式

に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても

注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買によ

り市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市

場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。

この場合には、当該株式の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受

けることがあります。 

⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク 

  マザーファンドがカバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原

資産（連動対象となる株式または株価指数）にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に

加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、

債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務

者が債権者に対して元金、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができな

くなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想

される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落（価格がゼ

ロになることもあります。）しやすくなります。そのため、マザーファンドの信託財産の価

値が下がる要因となります。 

⑥ デリバティブ商品のリスク 

  マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合

があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動
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に対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ

商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。マザーファンドにおいて

は、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失ま

たは収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債

務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によって

はコストが発生しマザーファンドの収益をその分減少させることがあります。 

  デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金（現金または有価

証券）を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度

は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブロー

カーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブロー

カーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥っ

た場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。 

⑦ 銘柄選定方法に関するリスク 

  銘柄の選定は主として企業取材に基づき投資銘柄を選別する運用手法により行いますので、

ポートフォリオの構成銘柄や業種配分は、アジア・オセアニアの株式市場全体とは異なるも

のになります。そのため、マザーファンドの信託財産の価値の値動きがアジア・オセアニア

の株式市場全体の動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本

を割り込むことも考えられます。 

⑧ 投資銘柄集中リスク 

  マザーファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、アジア・オ

セアニアの株式市場全体の動きと異なり、マザーファンドの信託財産の価値が大きく上下す

ることがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。 

⑨ 投資方針の変更について 

  経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変

更を行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。 

⑩ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点 

  一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売

却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性

があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組

入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間が

かかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定され

ている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクが

あります。 

⑪ 繰上げ償還等について 

  当ファンドは、設定日から１年経過以降、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった

場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生し

た場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。 

  また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みの受付を

停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。 

⑫ 予測不可能な事態が起きた場合等について 

  その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きたとき等、市場が混乱すること

が考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事

情があるときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できな

いこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害
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が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当

ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。 

  さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信

託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針

および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよび

マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収

益性が劣ることとなる可能性があります。 

 

(2) 投資リスクに関する管理体制 

  以下は、マザーファンドの運用開始日から予定している管理体制です。 

運用委託先であるＪＦアセット・マネジメント・リミテッドにおいては、運用部門から独立

した以下の部門（ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドから実

務面の助力を得ている場合があります。）が、以下に掲げる事項その他のリスク管理を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準が妥当であるかを随時チェックし

ます。また、その結果を議論するため、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーとミー

ティングを四半期毎に実施します。その際、運用成果やリスク水準の分析を行うポートフォリ

オ分析部門と連携します。 

・コンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引にかか

る適正性のチェックを行います。 

・投資ガイドライン＊違反を未然防止するためのモニター・システムをポートフォリオ・マネ

ジャーは活用しています。このシステムは潜在的投資ガイドライン違反を発見した場合は、

ポートフォリオ・マネジャーに対し警告を発します。ポートフォリオ・マネジャーは警告を無

効とするためには、警告がなぜ無効となるのか理由を入力しなければなりません。この入力さ

れた理由はレポートにまとめられ、リスク管理部門およびミドルオフィス部門により、無効の

理由が妥当なものであるかどうかが検証されます。 
＊ マザーファンドの投資方針、投資範囲、投資制限等の詳細を定めた、内部のガイドラインです。 

ポートフォリオ

インベストメント・

ダイレクター 

運用成果やリスク水準の妥当性

のチェック 

リスク管理部門 

ミドルオフィス部門 

投資ガイドラインの遵守状況 

のチェック 

 

コンプライアンス

部門 

取引の適正性 

のチェック 
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４ 手数料等及び税金 
 

（1）申込手数料 

① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書

提出日現在、販売会社における手数料率は、3.675％（税抜3.5％）が上限となっています。 

  申込手数料の詳細（具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法）につきましては、販売会社

にお問い合わせください。 

② 分配金再投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 

 

販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。 

  照会先： 

  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

  TEL：０３－６７３６－２３５０ 

  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時） 

  HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp 

 

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。 

 

（2）換金（解約）手数料 

  当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。 

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。 

 

（3）信託報酬等 

  委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営

業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.5435％（税抜1.47％）を乗じて得た額とします。 

  委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務

に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。 

委託会社 販売会社 受託会社 
信託報酬の配分 

（純資産総額に対し） 
年率0.735％ 

（税抜0.70％） 

年率0.735％ 

（税抜0.70％） 

年率0.0735％ 

（税抜0.07％） 

  委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬（信託財産の純資産総額に対し年率0.50％）

が含まれています。 

 信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中

から支弁されます。 

  マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。 

 

（4）その他の手数料等 

１ 以下の費用等を信託財産で負担します。 

① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用（売買委託手数料）、ならびに
外国為替取引にかかる費用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込

まれていることがあります。 

② 外貨建資産の保管費用が実費でかかります。 

③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利

息および借入金の利息が実費でかかります。 
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なお、キャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分

等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額が費用計上されます。また、キャピタ

ル・ゲイン税等の計算にかかる税務顧問に対する費用も費用計上されます。 

④ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費

用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を

負担することとなります。 

⑤ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券（以下総称し

て「投資信託証券」といいます。）に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信

託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が

間接的に当ファンドの負担となります。 

 （a）運用報酬 

 （b）運用に付随して発生する費用 

 （c）法人の運営のための各種の費用（投資法人および外国投資法人のみ） 

    投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。 

 

マザーファンドにおいても、前記①から⑤までの費用等を負担します。 

 

２ 委託会社は、当ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額について、原則として、当ファ

ンドの信託財産中から支弁を受けるものとします。（ただし、信託約款第37条第３項に規定する

場合を除きます。） 

  委託会社は、当該実費相当額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日以降、

当ファンドの信託財産中から受けるものとします。当該実費相当額は、計算期間を通じて所定の

額を毎日費用計上するものとします。（詳細につきましては信託約款第37条第４項および第５項

をご参照ください。） 

 

前記１の①から⑤までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘

柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および

算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、

金額および計算方法を記載しておりません。また、前記２の実費相当額は、実際にかかる費

用が目論見書毎に異なることから、具体的に記載しておりません。前記１および２の費用等

の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示

することができないことから、記載しておりません。当該費用等は、認識された時点で、当

ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等

は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。 

 

３ 監査費用を信託財産で負担します。 

  委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。こ

の場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021％（税抜

0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間315万円（税抜300万円）を上限とします。）を当該

監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了

日の翌営業日以降に、信託財産中から受けるものとします。 

  委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上す

るものとします。 
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（5）課税上の取扱い 

  日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような

取扱いとなります。 

 なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は

平成23年４月末現在適用されるものです。 

① 個別元本について 

  追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および

当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたり

ます。 

  受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

  ただし、同一販売会社であっても、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の

両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、

同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元

本の算出が行われる場合があります。 

  受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」につい

ては、後記の「② 収益分配金の課税について」をご参照ください。） 

② 収益分配金の課税について 

  追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い

となる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

  受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別

元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別

元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金か

ら当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

  なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

③ 法人、個人別の課税の取扱について 

(a) 個人の受益者に対する課税 

（イ）収益分配金 

  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10％（所

得税７％および地方税３％）＊となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通

分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

  原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告

分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。 
＊ 平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月１日からは20％（所得税15％および地方税５％）とな

る予定です。 

（ロ）一部解約時・償還時 

  解約価額および償還価額から取得費＊1を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税

となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は10％（所得税７％および地方

税３％）＊2となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象

となります。（損益通算については後記（ハ）損益通算についてをご参照ください。） 

  前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は

不要となり、10％（所得税７％および地方税３％）＊2の税率で源泉徴収されます。 
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＊１ 個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。 

＊２ 平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月１日からは20％（所得税15％および地方税５％）と

なる予定です。 

（ハ）損益通算について 

  公募株式投資信託＊１（当ファンドを含みます。以下同じ。）の一部解約時、償還時および

買取請求時の差損、ならびにその他の上場株式等＊２の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式

投資信託の一部解約時、償還時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその

他の上場株式等の譲渡益および配当金と損益通算が可能です。また、ある年における損益通

算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降３年間当該損失を

繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができます。損益通算の条件等に

ついては、税務専門家（税務署等）または販売会社にご確認ください。 
＊１ 不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において株式の組入れ

が可能である投資信託をいいます。 

＊２ 上場株式、上場特定株式投資信託（ＥＴＦ）、上場特定不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および公募株式

投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家（税務署等）にお問い合わせください。 

(b) 法人の受益者に対する課税 

  法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、７％（所得税７％）＊の税率で源泉徴収さ

れ法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、特別分配金は課

税されません。 

＊ 平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月１日からは15％（所得税15％）となる予定です。 

※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めい

たします。 

 

５ 運用状況 
当ファンドは、当初申込期間終了後、平成23年７月８日から運用を開始することを予定してお

り、該当事項はありません。 

 

第２ 管理及び運営 

 

１ 申込（販売）手続等 
 

① 申込方法 

  申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得

申込みの受付が行われます。 

  ただし、継続申込期間中において、香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれ

かの休業日（半休日を含みます。）には、取得申込みの受付を行いません。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

② 申込価格 

  当初申込期間：１口当たり１円とします。 

  継続申込期間：取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 

 

  取得申込みには申込手数料を要します。 
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③ 申込単位 

販売会社が定める単位とします。 

  ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、１円以上１円単位

とします。 

 

④ 受渡方法 

(a) 取得申込代金の支払いについて 

  当初申込期間中は、投資者は、取得申込代金を申込みの販売会社に当初申込期間中に支払

うものとします。 

継続募集期間中は、投資者は、申込みの販売会社が定める日までに、取得申込代金を当該

販売会社に支払うものとします。 

(b) 受益権の引渡しについて 

  当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと

引き換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録すること

により、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと

同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割さ

れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法

に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載

または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ

ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知

を行います。 

 

⑤ 受付時間 

  原則として午後３時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合が

あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

⑥ 申込の中止 

  有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情により、基準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止されるこ

とがあります。その場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回

できます。ただし、投資者がその取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込みは当該

事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取り扱

うこととします。 

 

⑦ 申込取扱場所 

  申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。 

 

  販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。 

  照会先： 

  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

  TEL：０３－６７３６－２３５０ 

  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時） 

  HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp 
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２ 換金（解約）手続等 
① 換金方法 

  原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。 

ただし、香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日（半休日を

含みます。）には、換金申込みの受付を行いません。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

② 換金価格 

  換金申込日の翌営業日の基準価額とします。 

 （課税については、「第１ファンドの状況 ４手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照くださ
い。） 

 

  換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができま

す。 

  販売会社に関しては、前記「１申込（販売）手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問

い合わせください。 

  換金時に手数料はかかりません。 

 

③ 換金単位 

  販売会社が定める単位とします。 

 

④ 受渡方法 

（a）換金代金の支払いについて 

  原則として換金申込日から起算して５営業日目から、販売会社の本・支店等において支

払います。 

（b）受益権の引渡しについて 

  当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知

を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数

と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。

なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。 

 

⑤ 受付時間 

  原則として午後３時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合が

あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

⑥ 換金の中止 

  有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情により、基準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止されるこ

とがあります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回

できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該

事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取り扱

うこととします。 
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３ 資産管理等の概要 
（1）資産の評価 

 受益権１口当たりの純資産価額（基準価額）は、原則として各営業日に委託会社が計算し

ます。受益権１口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券

を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額

をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電

信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計

算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 

 受益権１万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができま

す。また、受益権１万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝

刊に掲載されます。 

 

販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。 

  照会先： 

  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

  TEL：０３－６７３６－２３５０ 

  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時） 

  HPアドレス：http://www.jpmorganasset.co.jp 

 

（2）保管 

  該当事項はありません。 

 

（3）信託期間 

  無期限です。 

  ただし、後記「（5）その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了し

ます。 

 

（4）計算期間 

  当ファンドの計算期間は、毎月20日から翌月19日までとします。ただし、最初の計算期間

は、平成23年７月８日からとします。 

  また、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、計

算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし

ます。 

  なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原

則として毎月19日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります。 

 

（5）その他 

① 信託の終了等（詳しくは、信託約款をご参照ください。） 

（a）信託契約の解約 

a. 委託会社は、当ファンドの設定日から１年経過以降、当ファンドの受益権の総口数が

10億口を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のた

め有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
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意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

b. 委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の

理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、知れている受益者に対し、書面

をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

c. 前記b.の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファ

ンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きま

す。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。 

d. 前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当

該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

e. 前記b.からd.までの規定は、前記a.において委託会社が当ファンドの信託契約の解約

をしようとする場合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

（b）信託契約に関する監督官庁の命令 

  委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、そ

の命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委

託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②

信託約款の変更等」の規定にしたがいます。 

（c）委託会社の登録取消に伴う取扱い 

  委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。た

だし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引

き継ぐことを命じたときは、後記「② 信託約款の変更等」での書面決議で否決された

場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。 

（d）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

  委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファン

ドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割によ

り事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契

約に関する事業は承継されることがあります。 

（e）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

  受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会

社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある

ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができ

ます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社

は、後記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがうとともに、新受託会社を選任しま

す。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約

を解約し、信託を終了させます。なお、受益者は、前記の手続による場合を除き、受

託会社を解任することはできないものとします。 

 

② 信託約款の変更等（詳しくは、信託約款をご参照ください。） 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
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したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他の

投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託

者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あ

らかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、

信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

(b) 委託会社は、前記(a)の場合（信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに

該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいま

す。）において、書面決議を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、

重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前ま

でに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知

を発します。 

(c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当

ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きま

す。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。 

(d) 前記(b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、

当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

(e) 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 

(f) 前記(b)から (e)までの規定は、前記(a)において委託会社が重大な約款の変更等をし

ようとする場合において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面また

は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

(g) 前記(a)から (f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可

決された場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該

併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ

ん。 

 
③ 運用報告書 

  委託会社は、当ファンドについて、６月、12月の計算期間終了日毎および償還時に、運

用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、知れて

いる受益者に対して販売会社を通して交付します。 

 
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について 

（a) 委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満

了の３ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に１

年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされてい

ます。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、

現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいてい

ます。 

（b) 委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはあり

ません。 

 
⑤ 委託会社が行う公告 

委託会社が当ファンドについて行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 
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４ 受益者の権利等 
 当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権

は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

（1）収益分配金の請求権 

 受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。 

 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として毎計

算期間終了日から起算して５営業日目）までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口

座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載

または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始

します。ただし、分配金再投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、

受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資に

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。 

 収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を

失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

（2）償還金の請求権 

 受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。 

 償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が

休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）までに、信託終了日にお

いて振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部

解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払いを開始します。当該受益者は、その口座

が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換

えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記

録が行われます。 

 償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。 

 受益者が、償還金について前記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとし

ます。 

（3）受益権の一部解約の実行請求権 

 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有しま

す。 

（4）反対者の買取請求権 

 当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議に

おいて当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰

属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権

の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「３ 資産管理等の概要 (5) その他 ① 

信託の終了等」または「② 信託約款の変更等」に規定する書面に付記します。 
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（5）帳簿の閲覧権 

 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書

類の閲覧または謄写を請求することができます。 

 

第３ ファンドの経理状況 

 

１ 財務諸表 

 当ファンドは、当初申込期間終了後、平成23年７月８日から運用を開始する予定であり、同日

までは何ら資産を有しません。 

 当ファンドの財務諸表は「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）

に基づいて作成します。 

 
２ ファンドの現況 

 当ファンドは、当初申込期間終了後、平成23年７月８日から運用を開始する予定であり、同日

までは何ら資産を有しません。 

 

第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 
 

１ 名義書換 

当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名

義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。 

（1）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとし

ます。 

（2）前記（1）の申請があった場合には、前記（1）の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人

の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備

える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記（1）の振替機関等が振

替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（

当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先

口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

（3）前記（1）の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある

と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

２ 受益者に対する特典 

ありません。 

３ 受益証券の譲渡制限の内容 

当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への

記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 

４ その他内国投資信託受益証券事務の概要 

（1） 受益権の再分割 

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益

権を均等に再分割できます。 

（2） 償還金 

  償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
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還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

（3） 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託

約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第三部 委託会社等の情報 
 

第１ 委託会社等の概況 

 

１ 委託会社等の概況 
 

① 資本金の額（有価証券届出書提出日現在） 

資本金の額 2,218百万円

会社が発行する株式の総数 70,000株

発行済株式総数 56,265株

 

② 会社の意思決定機構 

 取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、

その出席取締役の過半数をもって行われます。 

 取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任され

た取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。 

 また、リスク管理上の重要な事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除きま

す。）を決議または審議することについて、取締役会の委嘱を受けた機関として、リスク・コ

ミッティーを設置しています。 

 

③ 投資運用の意思決定機構 

（イ）ＪＦ運用本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＪＦ運用本部は、ＪＦストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた運

用を行います。 

② ＪＦ運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、

ＪＦストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた国内外株式、その他資

産の運用戦略の方向性を決定します。 

③ ＪＦジャパン・チームは、ＪＦ日本株式ストラテジーに基づき主に国内株式の運用戦略の

方向性を決定し、その内容を自らの投資判断に利用します。 

 
ＪＦ運用本部 

行動ファイナンス・

グループ 

グローバル・ 

エクイティーズ・

チーム 

ＪＦジャパン・チーム
クライアント・ 

ポートフォリオ・ 

マネジメント・ 

チーム 

ポートフォリオ 

分析室 

エクイティ・トレーディング本部 
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④ 行動ファイナンス・グループは、行動ファイナンス・ストラテジーに基づき主に国内外の

株式の運用戦略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断に利用します。 

⑤ グローバル・エクイティーズ・チームは、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グ

ループの各ポートフォリオ・マネジャーと交換した情報を参考に外国株式の投資判断を行い

ます。 

⑥ クライアント・ポートフォリオ・マネジメント・チームは、ＪＦ運用本部の国内株式運用

や海外関係会社に運用を委託しているＪＦストラテジーによる外国株式運用について、関係

各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販

売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。 

⑦ エクイティ・トレーディング本部は、前記③・④のチーム等による投資判断を受け、主に

国内の株式の売買を執行します。 

⑧ ポートフォリオ分析室は、運用実績の分析を行い、前記③・④・⑥のチーム等にその結果

を提供します。 

 

（ロ）ＪＰＭ運用本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＪＰＭ運用本部は、国内株式・国内外の債券についてＪＰＭストラテジーに基づいた運用

を行う投資調査部、株式運用部および債券運用部から構成されます。 

② 投資調査部に所属するアナリストはＪＰＭストラテジーに基づき主に国内株式の分析を行

い、その結果に基づき各銘柄に評価を付します。同部に所属するエコノミストは、マクロ経

済の観点からアナリストの調査・分析の基となる情報の提供を行います。 

③ 株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論

を通じて、前記②の評価を検証の上、投資判断を行い、主に国内株式のポートフォリオの構

築を行います。 

④ 債券運用部では、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用

戦略の方向性を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポー

トフォリオを決定します。また国内外の債券の売買を執行します。 

⑤ エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投

資判断を受け、主に国内株式の売買を執行します。 

 

（ハ）前記（イ）および（ロ）以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部の運用

商品部が為替ヘッジの為の投資判断を行い、債券運用部が取引を執行します。 

 

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、平成23年３月末現在のものであり、今後変

更となる場合があります。 

 
ＪＰＭ運用本部 

エクイティ・ 

トレーディング本部

株式運用部 投資調査部 債券運用部 

－  － 
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２ 事業の内容及び営業の概況 
  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行

うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契

約に基づき委託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める後

記の業務を行っています。 

・投資助言・代理業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または

私募に関する第二種金融商品取引業 

 

  平成23年４月末現在、委託会社が設定・運用している追加型証券投資信託は124本、単位型証券

投資信託は１本、親投資信託は57本を数え、販売は100社余りの金融商品取引業者（第一種金融商

品取引業を行う者）および登録金融機関を通じて行っています。運用している証券投資信託の合計

純資産総額は12,571億円（ただし、親投資信託を除きます。）です。 

 

 

－  － 
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３ 委託会社等の経理状況 

 

１．委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財

務諸表は、第19期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）については、改正前

の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」とい

う。）に基づいて、第20期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）については、

改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第２条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に

関する内閣府令」に基づいて作成しております。 

 また、当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。 

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期事業年度（平成20年４月

１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表及び第20期事業年度（平成21年４月１日から平成22

年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。 

 また、第21期中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついては、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、あらた監査法人により中間監査

を受けております。 

－  － 
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（１） 貸借対照表 

  
第19期 

（平成21年３月31日） 
第20期 

（平成22年３月31日） 

資産の部 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

流動資産   

現金及び預金  13,273,564  4,432,272

有価証券  －  6,701,185

立替金  2,912  －

前払費用  25,590  21,348

未収入金  81,394  41,787

未収委託者報酬  1,449,280  2,340,184

未収収益  1,679,413  1,855,404

未収還付法人税等  347,915  314,077

繰延税金資産  565,915  414,964

その他  97,879  139,989

流動資産計  17,523,865 87.2  16,261,214 90.7

固定資産   

投資その他の資産  2,582,346  1,667,855

投資有価証券  1,639,519 1,001,180 

敷金保証金  79,401 70,387 

繰延税金資産  843,805 562,869 

その他  19,619 33,419 

固定資産計  2,582,346 12.8  1,667,855 9.3

資産合計  20,106,212 100.0  17,929,069 100.0

－  － 
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第19期 

（平成21年３月31日） 
第20期 

（平成22年３月31日） 

負債の部 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

流動負債   

預り金  227,241  158,136

未払金  1,473,824  2,568,492

未払収益分配金  1,999 1,430 

未払償還金  22,246 20,556 

未払手数料  521,491 965,710 

その他未払金  928,087 1,580,796 

未払費用  1,213,341  1,574,533

未払法人税等  14,482  －

賞与引当金  1,115,766  494,529

役員賞与引当金  66,080  －

その他  －  52,624

流動負債計  4,110,736 20.5  4,848,316 27.0

固定負債   

長期未払金  3,471  －

賞与引当金  1,200,522  884,554

役員賞与引当金  177,812  85,246

退職給付引当金  294,701  447,183

固定負債計  1,676,507 8.2  1,416,985 7.9

負債合計  5,787,244 28.7  6,265,301 34.9

 

－  － 
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第19期 

（平成21年３月31日） 
第20期 

（平成22年３月31日） 

純資産の部 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

株主資本   

資本金  2,218,000 11.0  2,218,000 12.4

資本剰余金  1,000,000 5.0  1,000,000 5.6

資本準備金  1,000,000 1,000,000 

利益剰余金  11,338,597 56.4  8,424,686 47.0

利益準備金  33,676 33,676 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  11,304,921 8,391,009 

株主資本計  14,556,597 72.4  11,642,686 65.0

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △237,629 △1.1  21,081 0.1

評価・換算差額等計  △237,629 △1.1  21,081 0.1

純資産合計  14,318,967 71.3  11,663,768 65.1

負債・純資産合計  20,106,212 100.0  17,929,069 100.0

－  － 
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（２） 損益計算書 

  
第19期 

（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

営業収益   

委託者報酬  15,781,383  14,034,721

運用受託報酬  9,028,193  7,439,849

その他営業収益  240,511  580,102

営業収益計  25,050,087 100.0  22,054,673 100.0

営業費用   

支払手数料  5,986,412  5,582,113

広告宣伝費  166,611  132,236

調査費  5,395,927  4,769,376

委託調査費  5,079,552 4,410,491 

調査費  290,580 344,634 

図書費  25,793 14,250 

委託計算費  373,679  335,638

営業雑経費  388,946  334,860

通信費  44,786 38,521 

印刷費  308,992 264,352 

協会費  29,547 27,634 

諸会費  5,620 4,352 

営業費用計  12,311,577 49.1  11,154,226 50.6

   

 

－  － 
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第19期 

（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

一般管理費   

給料  5,399,518  6,015,273

役員報酬  159,032 124,543 

給料・手当  3,021,451 3,268,995 

賞与  1,002,858 1,218,577 

賞与引当金繰入額  957,374 1,151,159 

役員賞与  116,524 102,253 

役員賞与引当金繰入額  70,031 29,075 

その他の報酬  72,247 120,668 

福利厚生費  360,063  403,474

交際費  48,650  40,926

寄付金  15,685  23,157

旅費交通費  173,409  136,000

租税公課  68,074  67,296

不動産賃借料  812,982  961,375

退職給付費用  199,742  257,598

退職金  210,774  50,768

消耗器具備品費  117,591  113,857

事務委託費  165,407  294,061

関係会社付替費用  2,909,618  2,037,675

諸経費  150,136  137,426

一般管理費計  10,631,656 42.5  10,538,892 47.8

営業利益  2,106,853 8.4  361,555 1.6

－  － 
 

 

41



 

 

 

 

  
第19期 

（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

営業外収益   

受取配当金  4,089 1,480 

投資有価証券売却益  12,155 148,708 

為替差益  － 176,041 

その他営業外収益  14,993 11,644 

営業外収益計  31,238 0.1  337,874 1.5

営業外費用   

為替差損  232,044 － 

投資有価証券売却損  50,453 193,920 

デリバティブ損失  － 32,039 

デリバティブ評価損  － 52,624 

その他営業外費用  37,008 22,453 

営業外費用計  319,506 1.3  301,037 1.4

経常利益  1,818,585 7.2  398,392 1.7

特別利益   

前期損益修正益  15,546 － 

特別利益計  15,546 0.1  － －

特別損失   

投資有価証券評価損  1,260,823 － 

ゴルフ会員権評価損  16,296 － 

特別損失計  1,277,119 5.1  － －

税引前当期純利益  557,013 2.2  398,392 1.7

法人税、住民税及び事業税  667,696 2.7  57,906 0.2

法人税等調整額  △306,338 △1.2  254,397 1.1

当期純利益  195,655 0.7  86,088 0.4

－  － 
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（３） 株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

 
第19期 

（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日）

株主資本 
資本金 
前期末残高 2,218,000 2,218,000
当期末残高 2,218,000 2,218,000
資本剰余金 
資本準備金 
前期末残高 1,000,000 1,000,000
当期末残高 1,000,000 1,000,000
利益剰余金 
利益準備金 
前期末残高 33,676 33,676
当期末残高 33,676 33,676
その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 
前期末残高 11,109,265 11,304,921
当期変動額 
剰余金の配当 － △3,000,000
当期純利益 195,655 86,088
当期変動額合計 195,655 △2,913,911
当期末残高 11,304,921 8,391,009

株主資本合計 
前期末残高 14,360,942 14,556,597
当期変動額 
剰余金の配当 － △3,000,000
当期純利益 195,655 86,088
当期変動額合計 195,655 △2,913,911
当期末残高 14,556,597 11,642,686

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 △436,018 △237,629
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 198,390 258,711
当期変動額合計 198,390 258,711
当期末残高 △237,629 21,081
評価・換算差額等合計 
前期末残高 △436,018 △237,629
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 198,390 258,711
当期変動額合計 198,390 258,711
当期末残高 △237,629 21,081

純資産合計 
前期末残高 13,924,923 14,318,967
当期変動額 
剰余金の配当 － △3,000,000
当期純利益 195,655 86,088
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 198,390 258,711
当期変動額合計 394,045 △2,655,199
当期末残高 14,318,967 11,663,768

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
第19期 

（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 －  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

２．デリバティブ等の評

価基準及び評価方法

－ デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

３．引当金の計上基準 (1)賞与引当金 (1)賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給、及

び親会社の運営する株式報酬制度

に係る将来の費用負担に備えるた

め、当事業年度に帰属する額を計

上しております。 

同左 

 (2)役員賞与引当金 (2)役員賞与引当金 

  役員に対する親会社の運営する

株式報酬制度に係る将来の費用負

担に備えるため、当事業年度に帰

属する額を計上しております。 

同左 

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

  従業員に対する退職給付に備え

るため、当事業年度末における退

職給付債務に基づき退職給付引当

金を計上しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により、発生し

た事業年度から費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（８年）に

よる定額法により按分額を、それ

ぞれ発生した翌事業年度から費用

処理することとしております。 

同左 

４．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

－  － 
 

 

44



 

 

 

 

表示方法の変更 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

１．前事業年度において「投資顧問料」として表

示しておりましたものは、当事業年度から「運

用受託報酬」として計上しております。 

－ 

２．前事業年度において「有価証券売却益」とし

て表示しておりましたものは、当事業年度から

「投資有価証券売却益」として計上しておりま

す。 

－ 

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「分

配金・償還金時効」（当事業年度492千円）

は、営業外収益の100分の10以下のため、営業

外収益の「その他営業外収益」に含めて表示し

ております。 

－ 

４．前事業年度まで区分掲記しておりました「業

法上の負担額」（当事業年度21,581千円）は、

営業外費用の100分の10以下のため、営業外費

用の「その他営業外費用」に含めて表示してお

ります。 

－ 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第19期 
（平成21年３月31日） 

第20期 
（平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（損益計算書関係） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

－  － 
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（株主資本等変動計算書関係） 

第19期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265 

合計 56,265 － － 56,265 

 

第20期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265 

合計 56,265 － － 56,265 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年７月30日 
臨時株主総会 

普通株式 3,000,000 53,319 平成21年７月31日 平成21年８月５日

 

（リース取引関係） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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（金融商品関係） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

(1)金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

 一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。 

 自社が設定する投資信託について、その設定時に運用上十分な信託財産があることが見込めな

い場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取得することがあります。

なお、シードキャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減する目的で先物取

引を行うことがありますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。 

 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益

のうち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一

般債権とは異なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収

収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の

未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、

為替変動リスクが軽減されております。 

 営業債務である未払金は基本的に３ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用

についてはそのほとんどが６ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、

為替の変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスク

が軽減されております。 

 有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほ

とんどないと認識しております。 

 投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されております

が、株価指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。 

 デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先

物取引であります。 

 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

（ⅰ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び

残高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。 

（ⅱ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変

動リスクについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対

して米国ドル建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めて

おります。 

 投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を

行っております。 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署

が決済担当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告して

－  － 
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おります。 

（ⅲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくるリスク）の管理 

 各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

 

(2)金融商品の時価等に関する事項 

① 平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断する

ものは次表には含めておりません。 

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)現金及び預金 4,432,272 4,432,272 －

(2)有価証券 6,701,185 6,701,185 －

(3)未収委託者報酬 2,340,184 2,340,184 －

(4)未収収益 1,855,404 1,855,404 －

(5)投資有価証券 1,001,180 1,001,180 －

資産計 16,330,227 16,330,227 －

(1)未払手数料 965,710 965,710 －

(2)未払金 1,580,796 1,580,796 －

(3)未払費用 1,574,533 1,574,533 －

(4)デリバティブ取引 52,624 52,624 －

負債計 4,173,663 4,173,663 －

 

（注１）金融商品の時価算定方法 

 

資産 

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(5)投資有価証券 

 これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっ

ております。 

 

負債 

(1)未払手数料、(2)未払金、及び(3)未払費用 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(4)デリバティブ取引 

 取引を行う取引所における最終の価格によっております。 

－  － 
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② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デ

リバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が

デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

 

(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

    （単位：千円）

 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 4,432,272 － － －

未収委託者報酬 2,340,184 － － －

未収収益 1,855,404 － － －

合計 8,627,861 － － －
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（有価証券関係） 

第19期（平成21年３月31日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

その他    

投資信託 2,040,176 1,639,519 △400,656 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  （単位：千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

873,700 12,155 50,453 

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて1,260,823千円減損処理を行っ

ております。 

 

第20期（平成22年３月31日） 

 

１．その他有価証券 

（単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

その他    
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

投資信託 589,030 465,635 123,395 

その他    
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

投資信託 412,150 500,000 △87,850 

合計 1,001,180 965,635 35,545 

（注）有価証券（貸借対照表計上額 6,701,185千円）については預金と同様に扱っており、時価評価

をしていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

その他    

投資信託 1,029,329 148,708 193,920 
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（デリバティブ取引関係） 

 

第19期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

第20期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

株式関連 

    （単位：千円）

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち
１年超 

時価 評価損益 

株価指数先物取引     
市場取引 

売建 807,576 － 860,200 △52,624

（注）時価の算定方法 

取引を行う取引所における最終の価格によっております。 

 

（退職給付関係） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は平成19年10月に、確定拠出型年金制度

及び、キャッシュバランス型年金制度を導入致

しました。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
  

（千円）

① 退職給付債務 299,861

② 年金資産 －

③ 会計基準変更時差異 －

④ 未認識過去勤務債務 32,435

⑤ 未認識数理計算上の差異 △37,595

⑥ 退職給付引当金 

（①＋②＋③＋④＋⑤） 
294,701

  

  
（千円）

① 退職給付債務 454,283

② 年金資産 －

③ 会計基準変更時差異 －

④ 未認識過去勤務債務 27,445

⑤ 未認識数理計算上の差異 △34,545

⑥ 退職給付引当金 

（①＋②＋③＋④＋⑤） 
447,183
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第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
  

（千円）

① 勤務費用（注１） 150,141

② 利息費用 1,691

③ 過去勤務債務の費用処理額 △4,682

④ 数理計算上の差異の費用処理
額 

△850

⑤ 確定拠出年金支払額 57,142

⑥ その他 △3,700

⑦ 退職給付費用 
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 

199,742

（注１）出向者分の費用は、上記金額に含ま

れておりません。 

  
（千円）

① 勤務費用 175,146

② 利息費用 5,248

③ 過去勤務債務の費用処理額 △4,990

④ 数理計算上の差異の費用処理
額 

4,591

⑤ 確定拠出年金支払額 62,916

⑥ その他（注１） 14,687

⑦ 退職給付費用 
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
（注２） 

257,598

（注１）その他の金額は、主に当社への出向

者分の退職給付費用であります。 

（注２）当社からの出向者分の退職給付費用

は、上記金額に含まれておりませ

ん。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  
① 退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額方式

② 割引率 1.75％

③ 過去勤務債務の額の処理
年数 

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、発生した事

業年度から費用処理することとしておりま

す。） 

④ 数理計算上の差異の処理
年数 

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発

生した翌事業年度から費用処理することとし

ております。） 
  

  
① 退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額方式

② 割引率 1.75％

③ 過去勤務債務の額の処理
年数 

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、発生した事

業年度から費用処理することとしておりま

す。） 

④ 数理計算上の差異の処理
年数 

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発

生した翌事業年度から費用処理することとし

ております。） 
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（ストック・オプション等関係） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（税効果会計関係） 

第19期 
（平成21年３月31日） 

第20期 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 
  
（流動） 

繰延税金資産 （千円）

未払費用 104,851

賞与引当金 454,005

役員賞与引当金 26,888

その他 6,127

繰延税金資産小計 591,871

評価性引当額 △6,127

繰延税金資産合計 585,744

繰延税金負債 

未収事業税 19,828

繰延税金資産の純額 565,915
  

  
（流動） 

繰延税金資産 （千円）

未払費用 24,704

賞与引当金 201,224

繰越欠損金 201,624

その他 12,154

繰延税金資産小計 439,707

評価性引当額 △7,278

繰延税金資産合計 432,428

繰延税金負債 

未収事業税 17,463

繰延税金資産の純額 414,964
  

  （固定） 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 488,492

役員賞与引当金 72,351

退職給付引当金 119,913

その他 6,651

その他有価証券評価差額金 163,027

繰延税金資産小計 850,436

評価性引当額 △6,631

繰延税金資産合計 843,805

繰延税金資産の純額 843,805
   

  （固定） 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 359,925

役員賞与引当金 34,686

退職給付引当金 181,958

その他 7,391

繰延税金資産小計 583,963

評価性引当額 △6,630

繰延税金資産合計 577,332

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 14,463

繰延税金資産の純額 562,869
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
  
法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

18.7％

評価性引当額 2.3％

その他 3.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

64.9％

   

  
法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

38.7％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

78.4％
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（企業結合等関係） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等  

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及

び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

 

(1)対象となった事業の名称及びその事業の内

容 

 

 JPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）の一部業務 

（資産運用業務ならびに投資信託受益権等の

募集の取扱い及び私募の取扱いに係る業務

等） 

 

(2)企業結合の法的形式  

 JPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）を事業譲渡

会社、当社を事業譲受会社とする事業譲渡 

 

(3)結合後企業の名称  

 名称の変更はありません。  

(4)取引の目的を含む取引の概要  

 米国の銀行持株会社であるJPモルガン・

チェース・アンド・カンパニーのJPモルガ

ン・アセット・マネジメント・グループに属

するJPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）の資産運用

業務と当社の資産運用業務を統合すること

で、顧客サービスのより一層の向上と経営資

源の有効活用が図れるものと考え、業務を譲

り受けました。 

 

 

 

 

－ 

事業譲受日  

平成20年５月31日 資産運用業務  

平成20年７月31日 投資信託受益権等の募集

の取扱い及び私募の取り

扱いに係る業務 

 

譲り受けた資産負債の額  

資産の額  857,471千円 

      （未収収益および未収入金） 

 

負債の額  45,339千円 

      （未払費用および未払金） 

 

２．実施した会計処理の概要  

 本事業譲受は、「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委員会 最終

改正平成20年５月13日 企業会計基準適用指針

第10号）に基づき、「共通支配下の取引」とし

て会計処理を行っております。 

 

－  － 
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（関連当事者情報） 

第19期（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

 

１．関連当事者との取引 

兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又 
は出資金 

事業の
内容 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

同一の親
会社を持
つ会社 

JPMorgan Asset 
Management 
(UK) Limited 

125 London 
Wall, 
London, EC2Y 
5AJ, England 

24百万 
ポンド 

金融業 なし 

海外または
国内における
投資の助言
または一任

調査費 1,959,309 未払費用 298,734

同一の親
会社を持
つ会社 

JF Asset 
Management 
Limited 

19/F Chater 
House, 8 
Connaught 
Road, 
Central, HK 

60百万 
香港ドル 

金融業 なし 

海外または
国内における
投資の助言
または一任
役員の兼任

投資の助
言・一任
の受任

1,794,147 未収収益 293,631

857,471 
未収収益・
未収入金 

－同一の親
会社を持
つ会社
（注２） 

JPモルガン信託
銀行株式会社 
（現ニューヨー
クメロン信託銀
行株式会社） 
（注１） 

東京都丸の内
二丁目７番３
号東京ビル
ディング 
（注２） 

40億円 
（注２） 

金融業
（注２）

なし 
（注２）

資産運用業
務、投資信託
受益権等の
募集及び私募
の取扱い業務
（注３） 

事業の譲
受 

45,339 
未払費用・
未払金 

－

（注１）平成21年３月１日をもって親会社の変更に伴い、関連当事者の範囲から除外されております。 

（注２）関連当事者であった最終日である平成21年２月28日時点の状況を記載しております。 

（注３）事業譲受日、平成20年５月31日、および平成20年７月31日時点の状況を記載しております。事

業譲受後、上記業務は行っておりません。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで

行っております。 

(2)投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで

行っております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア）インク（非上場） 

 

－  － 
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第20期（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 

１．関連当事者との取引 

兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又 
は出資金 

事業の
内容 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

同一の親
会社を持
つ会社 

JPMorgan Asset 
Management 
(UK) Limited 

125 London 
Wall, 
London, EC2Y 
5AJ, England 

24百万 
ポンド 

金融業 なし 

海外または
国内における
投資の助言
または一任

調査費 2,199,785 未払費用 943,282

同一の親
会社を持
つ会社 

JF Asset 
Management 
Limited 

21/F Chater 
House, 8 
Connaught 
Road, 
Central, HK 

60百万 
香港ドル 

金融業 なし 

海外または
国内における
投資の助言
または一任
役員の兼任

投資の助
言・一任
の受任

940,650 未収収益 205,555

（注１）取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。 

（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結ん

で行っております。 

(2)投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結ん

で行っております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア）インク（非上場） 

 

（１株当たり情報） 

第19期 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

第20期 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 254,491円56銭

１株当たり当期純利益 3,477円38銭
  

  
１株当たり純資産額 207,300円59銭

１株当たり当期純利益 1,530円06銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

１株当たりの当期純利益の算定上の基礎 １株当たりの当期純利益の算定上の基礎 
  
損益計算書上の当期純利益 195,655千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 195,655千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
  

  
損益計算書上の当期純利益 86,088千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 86,088千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
  

 

－  － 
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中間財務諸表 

(1）中間貸借対照表 

  
第21期中間会計期間末 
（平成22年９月30日） 

 

資産の部  

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比    

  （千円） （千円） （％）  

流動資産   

現金及び預金  4,563,510  

有価証券  7,103,379  

前払費用  53,488  

未収入金  180,729  

未収委託者報酬  1,963,243  

未収収益  2,216,651  

繰延税金資産  529,941  

その他  122,972  

流動資産計  16,733,916 92.1  

固定資産   

投資その他の資産  1,433,489  

投資有価証券  857,765  

敷金保証金  58,429  

繰延税金資産  483,975  

その他  33,319  

固定資産計  1,433,489 7.9  

資産合計  18,167,406 100.0  

 

－  － 
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第21期中間会計期間末 
（平成22年９月30日） 

 

負債の部  

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比    

  （千円） （千円） （％）  

流動負債   

預り金  101,611  

未払金  2,220,907  

未払収益分配金  1,455  

未払償還金  20,556  

未払手数料  794,775  

その他未払金 ※１ 1,404,119  

未払費用  1,201,670  

未払法人税等  365,990  

賞与引当金  1,136,945  

その他  792  

流動負債計  5,027,917 27.7  

固定負債   

賞与引当金  955,381  

役員賞与引当金  84,307  

退職給付引当金  41,183  

固定負債計  1,080,872 5.9  

負債合計  6,108,789 33.6  

 

 

－  － 
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第21期中間会計期間末 
（平成22年９月30日） 

 

純資産の部  

区分 
注記 
番号 

内訳 金額 構成比    

  （千円） （千円） （％）  

株主資本   

資本金  2,218,000  

資本剰余金  1,000,000  

資本準備金  1,000,000  

利益剰余金  8,904,594  

利益準備金  33,676  

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  8,870,917  

株主資本計  12,122,594 66.7  

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △63,977  

評価・換算差額等計  △63,977 △0.3  

純資産合計  12,058,616 66.4  

負債・純資産合計  18,167,406 100.0  

 

－  － 
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(2）中間損益計算書 

  

第21期中間会計期間 

（自平成22年４月１日 

至平成22年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％）

営業収益  

委託者報酬  6,428,972

運用受託報酬  3,343,989

その他  412,030

営業収益計  10,184,992 100.0

営業費用・一般管理費  

営業費用  5,236,702

支払手数料  2,639,671

調査費  2,239,262

その他営業費用  357,769

一般管理費  4,887,728

営業費用・一般管理費計  10,124,431 99.4

営業利益  60,561 0.6

営業外収益 ※１ 343,073

営業外収益計  343,073 3.3

営業外費用  410

営業外費用計  410 0.0

経常利益  403,224 3.9

特別利益 ※２ 460,756

特別利益計  460,756 4.5

特別損失  23,625

特別損失計  23,625 0.2

税引前中間純利益  840,354 8.2

法人税、住民税及び事業税  338,173 3.3

法人税等調整額  22,272 0.2

中間純利益  479,908 4.7

 

－  － 
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(3）中間株主資本等変動計算書 

 （単位：千円）

 

第21期中間会計期間 

（自平成22年４月１日 

至平成22年９月30日）

株主資本  

資本金  

前期末残高 2,218,000 

当中間期末残高 2,218,000 

資本剰余金  

資本準備金  

前期末残高 1,000,000 

当中間期末残高 1,000,000 

利益剰余金  

利益準備金  

前期末残高 33,676 

当中間期末残高 33,676 

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  

前期末残高 8,391,009 

当中間期変動額  

中間純利益 479,908 

当中間期変動額合計 479,908 

当中間期末残高 8,870,917 

株主資本合計  

前期末残高 11,642,686 

当中間期変動額  

中間純利益 479,908 

当中間期変動額合計 479,908 

当中間期末残高 12,122,594 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 21,081 

当中間期変動額  

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △85,059 

当中間期変動額合計 △85,059 

当中間期末残高 △63,977 

評価・換算差額等合計  

前期末残高 21,081 

当中間期変動額  

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △85,059 

当中間期変動額合計 △85,059 

当中間期末残高 △63,977 

純資産合計  

前期末残高 11,663,768 

当中間期変動額  

中間純利益 479,908 

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △85,059 

当中間期変動額合計 394,848 

当中間期末残高 12,058,616 

 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
 

項目 

第21期中間会計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

 

  時価のあるもの  

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

 

  時価のないもの  

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

 (2）デリバティブ  

  時価法を採用しております。  

２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金  

  従業員に対する賞与の支給、

及び親会社の運営する株式報酬

制度に係る将来の費用負担に備

えるため、当中間会計期間に帰

属する額を計上しております。 

 

 (2）役員賞与引当金  

  役員に対する親会社の運営す

る株式報酬制度に係る将来の費

用負担に備えるため、当中間会

計期間に帰属する額を計上して

おります。 

 

 (3）退職給付引当金  

  従業員に対する退職給付に備

えるため、当中間期末における

退職給付債務と年金資産の見込

額に基づき退職給付引当金を計

上しております。 

 

  過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（８年）による定額法により、

発生した事業年度から費用処理

しております。 

 

  数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により按分額

を、それぞれ発生した翌事業年

度から費用処理することとして

おります。 

 

－  － 
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項目 

第21期中間会計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

 

 （追加情報）  

  平成22年７月１日付で内部引当

型キャッシュバランスプランから

複数事業主による外部積立型

キャッシュバランスプランへ企業

年金制度を変更致しました。複数

事業主との制度統合に伴い460,756

千円の年金資産を受け入れ、退職

給付引当金が同額減少したことに

より特別利益を計上しておりま

す。 

 

３．その他中間財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

第21期中間会計期間末 
（平成22年９月30日） 

 

※１ 消費税等の取扱い  

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他未払金」に含めて表示しておりま

す。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

第21期中間会計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの  （千円）  

為替差益           199,271  

デリバティブ利益       73,656  

デリバティブ評価益      51,832  

※２ 特別利益のうち主要なもの   （千円）  

年金制度統合に伴う退職給付  460,756  

引当金の減少による特別利益  

－  － 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

第21期中間会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
増加株式数
（株） 

当中間会計期間
減少株式数
（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265 

合計 56,265 － － 56,265 

 

（リース取引関係） 

第21期中間会計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

 

該当事項はありません。  

 

－  － 
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（金融商品関係） 

第21期中間会計期間末（平成22年９月30日） 

金融商品の時価等に関する事項 

① 平成22年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断する

ものは次表には含めておりません。 

    （単位：千円）

  
中間貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

 (1）現金及び預金 4,563,510 4,563,510 －

 (2）有価証券 7,103,379 7,103,379 －

 (3）未収委託者報酬 1,963,243 1,963,243 －

 (4）未収収益 2,216,651 2,216,651 －

 (5）投資有価証券 857,765 857,765 －

 資産計 16,704,550 16,704,550 －

 (1）未払手数料 794,775 794,775 －

 (2）その他未払金 1,404,119 1,404,119 －

 (3）未払費用 1,201,670 1,201,670 －

 (4）デリバティブ取引 792 792 －

 負債計 3,401,357 3,401,357 －

 

（注１）金融商品の時価算定方法 

 

資産 

(1）現金及び預金、(2）有価証券、(3）未収委託者報酬、及び(4）未収収益 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

 

(5）投資有価証券 

 これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっ

ております。 

 

負債 

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

 

(4）デリバティブ取引 

 取引を行う取引所における最終の価格によっております。 

 

② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバ
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ティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

 

（有価証券関係） 

第21期中間会計期間末（平成22年９月30日） 

１．その他有価証券 

    （単位：千円） 

 種類 
中間貸借対照表
計上額 

取得原価 差額 

その他  
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

投資信託 499,215 465,635 33,580

その他  
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

投資信託 358,550 500,000 △141,450

合計 857,765 965,635 △107,870

（注）有価証券（中間貸借対照表計上額 7,103,379千円）については預金と同様に扱っており、時価評

価をしていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

第21期中間会計期間末 （平成22年９月30日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

株式関連 

     （単位：千円）

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち
１年超 

時価 評価損益 

市場取引 株価指数先物取引  

 売建 726,528 － 727,320 △792

（注）時価の算定方法 

 取引を行う取引所における最終の価格によっております。 
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（セグメント情報等） 

関連情報 

第21期中間会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 

１．サービスごとの情報 

    （単位：千円）

 投資信託委託業務 
投資一任及び 
投資助言業務 

その他 合計 

外部顧客への売上高 6,428,972 3,343,989 412,030 10,184,992

 

２．地域ごとの情報 

営業収益  （単位：千円） 

日本 その他 合計   

8,627,525 1,557,467 10,184,992  

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

（追加情報） 

第21期中間会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

（１株当たり情報） 

第21期中間会計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

  
１株当たり純資産額 214,318円25銭

１株当たり中間純利益金額 8,529円42銭
  
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

１株当たりの中間純利益の算定上の基礎 
  
中間損益計算書上の中間純利益 479,908千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純利益 479,908千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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４ 利害関係人との取引制限 
 委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為を行うことが禁止されています。 

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行

うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。）。 

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社

の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品

取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半

数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体

として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）と有価証

券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。 

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の

方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用

を行うこと。 

（5）前記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で

あって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為 

 

５ その他 
（1）定款の変更 

 定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。 

（2）訴訟事件その他の重要事項 

 本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予

想される事実はありません。 
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交 付 目 論 見 書 

当ファンドの内容のうち投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす
ものを説明している法定文書で、投資者にあらかじめまたは取得申込み
と同時に交付または送付されます。 

※当ファンドを購入する前に必ずお読みください。 

請 求 目 論 見 書 交付目論見書の内容を補足している法定文書で、投資者から請求があっ
た場合に交付または送付されます。 

純 資 産 総 額 当ファンドに組入れている株式等の資産を時価評価し、合計した金額か
ら未払金等の負債を差し引いた金額をいいます。 

分 配 金 再 投 資 当ファンドから生じる収益分配金を受益者に払い出しせずに、税金を差
し引いた後、当ファンドの元本に組入れて再投資することをいいます。

基 準 価 額 
純資産総額を当ファンドの受益権総口数で割った１口当たりの時価のこ
とをいいます。なお、便宜上１万口に換算した価額で表示することがあ
ります。 

収 益 分 配 

当ファンドが得た収益の中から受益者へ還元する部分を収益分配といい
ます。分配の支払額は基準価額水準、市況動向、過去の分配金額等を勘
案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行うものではありま
せん。 

個 別 元 本 
当ファンドの収益分配時、換金時等に課税上の基準となる受益者ごとの
元本のことです。原則として個別元本は受益者が当ファンドを取得した
時の価格となります。 

信 託 報 酬 当ファンドの運用、管理等にかかる費用で信託財産の中から委託会社、
受託会社および販売会社に支払われます。 

解 約 請 求 当ファンドの資産を直接取り崩して受益者に返金することを請求するこ
とをいいます。 

為 替 ヘ ッ ジ 外貨建の有価証券に投資する際、為替による投資資産の変動リスクを軽
減する取引のことをいいます。当ファンドは為替ヘッジを行いません。 

ポートフォリオ 資産運用において、運用対象商品（株式等）の組入れ銘柄の組み合わせ
によって構成されている資産内容のことをいいます。 

ポートフォリオ 

・ マ ネ ジ ャ ー 

資産の運用を行う運用担当者をいいます。また、企業取材（企業訪問、
企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。）
も行います。 

株 価 バ リ ュ 

エ ー シ ョ ン 
企業の利益、資産等の企業価値に対して、株価が相対的に割安か割高か
の判断をいいます。 

流 動 性 株式等の組入有価証券の売買が、迅速かつ適正な価格で行えるかどうか
を計る尺度です。 

 

基本用語の解説 
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追加型証券投資信託 
 

ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド 

信 託 約 款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 
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運用の基本方針等 

 

 信託約款第18条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針、および信託約款第39条第３項に基づき委託者

が別に定める収益分配方針は、次のとおりとします。 
 
１．基本方針 

この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益（信託約款第39条第１項第１号に定めるものをいい、同

号に定めるみなし配当等収益を含みます。以下同じ。）を確保し、かつこの投資信託にかかる信託財産（以

下「信託財産」といいます。）の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 

２．運用方法 

(1) 投資対象 

ＪＦアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」

といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。 

(2) 投資態度 

① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 

② 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）および信託約款
第25条に定めるみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 

(3) 投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

③ 投資信託証券（信託約款第16条第１項なお書きに規定するものをいい、信託約款第16条第４項各号に

掲げるものを除きます。）への実質投資割合（信託約款第16条第４項および第５項に基づき算出したも

のをいいます。）は、信託財産の純資産総額（信託約款第８条第２項に規定するものをいいます。）の

５％以下とします。 

④ 有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定するものに限ります。）についての有価証券関連デリ

バティブ取引（金融商品取引法第28条第８項第６号に規定するものをいいます。以下同じ。）は、信託

約款第21条に定める目的で行います。 

⑤ 有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に定めるもの

をいいます。）は、信託約款第15条第１号ハに定めるものを、信託約款第22条に定める目的で行います。 

３．収益分配方針 

  信託約款第35条に定める計算期間（以下「計算期間」といいます。）終了後に、以下の方針に基づき分配

を行います。ただし、平成23年７月19日、平成23年８月19日または平成23年９月20日を終了日とする計算期

間には分配を行いません。 

① 分配対象収益の範囲 

  計算期間終了日における、信託約款第39条第１項各号に定める受益者に分配することができる額と、分

配準備積立金の合計額とします。 

② 分配対象収益の分配方針 

  委託者は、上記①の分配対象収益の範囲内で、基準価額水準、市況動向、過去の分配金額等を勘案して、

分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配は、毎月の計算期間終了時点

における配当等収益（前計算期間以前に生じ分配準備積立金として積み立てたものを含みます。）から行

うことを原則としますが、売買益（信託約款第39条第１項第２号に定めるものをいい、前計算期間以前に

生じ分配準備積立金として積み立てたものを含みます。以下同じ。）から補って分配することもあります。

また、２月、５月、８月、11月の計算期間終了日については、売買益から更に上乗せして分配することも

あります。 

③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針 

  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま

す。 

以上 
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追加型証券投資信託 

ＪＦアジア・オセアニア高配当株式ファンド 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、

中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第１条第１項の規定による信

託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（兼営法第２条第１項にて準用する信

託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約

を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における受託者の利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じること

がない場合に行うものとします。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第３条 委託者は、金500億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き

受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,500億円を限度として信託金を追加することができるものとしま

す。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第１項、第46条第１項、第47条第１項または第49条第

２項の規定による信託契約解約の日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権（以下単に「受益権」といいます。）の取得申込みの勧誘は、投資信託及び

投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募に該当し、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げ

る募集の方法により行われます。 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次

条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第３条第１項に定める信託金にかかる受益権については、信託金１円を１口とし500億口を

上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど次条第１項の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところにした

がい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗

じた額とします。 

② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）

を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額

をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があ

らかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振

替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法

第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振

替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない

場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、
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受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から

記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求および受益証券

の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載

または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委

託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな

記載または記録を行います。 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第11条 受託者は、第３条第１項に定める信託金にかかる受益権については信託契約締結日に、また、追加信

託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の取得申込単位および価額） 

第12条 委託者の指定する金融商品取引業者（金融商品取引法第２条第９項に規定する金融商品取引業者をい

います。以下同じ。）または登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をい

います。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対

し、当該金融商品取引業者または登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができる

ものとします。ただし、香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日（半休日

を含みます。）には、受益権の取得申込の受付は行いません。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込と同時にま

たはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示

すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委

託者の指定する金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込の代金（第４項の受益権の価額

に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込

者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第１項における申込は、第７項に規定する場合を除き撤回できないものとします。 

④ 第１項の申込における受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料

ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金

額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日より前の取得申込にかかる受益権の価額は、

１口につき１円に、次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算し

た価額とします。 

⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関がそれぞれ独自に定め

ます。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関が別に定める自

動けいぞく投資約款（またはそれに相当するもの）にしたがって受益者が結んだ契約（以下「別に定め

る契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資する場合の取得の申込みにおける受益権の価額

は、当該分配金にかかる第35条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。 

⑦ 委託者は、有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情（予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。）により、取得申込日における基準価額の計算が

不能となった場合、計算された取得申込日における基準価額の正確性に合理的な疑いがあると委託者が

判断した場合など、基準価額が確定できない事情（以下「基準価額未定の事情」といいます。）がある

ときには、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に、第１項による受益権の取得の申

込を中止させることができます。受益権の取得の申込が中止された場合には、第３項にかかわらず、受

益者は当該中止以前に行った当日の受益権の取得の申込を撤回できます。ただし、受益者がその受益権

の取得の申込を撤回しない場合には、基準価額未定の事情が解消した後に最初に基準価額が計算された

日を取得申込日とみなして、第１項にしたがいます。 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数

の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す

るものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振

替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に

したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと

します。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等

において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
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振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条第２項の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次の各号に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。） 

イ．有価証券 

ロ．有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定するものに限ります。）についての有価証券関連

デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第８項第６号に規定するものをいいます。以下同じ。）

にかかる権利 

ハ．有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に定める

ものをいい、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。以下同じ。）にかかる権利 

（1）金融商品（金融商品取引法第２条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除きます。以

下同じ。） 

（2）金融商品の価格または金融商品（通貨を除きます。）の利率等（金融商品取引法第２条第21

項第４号に定めるものをいいます。） 

ニ．約束手形（上記イに該当するものを除きます。） 

ホ．金銭債権（上記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるもの

を含みます。） 

２．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第16条 委託者は、信託金を、前条の資産のうち、主としてＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とする信託契約に基づき設定された親投資

信託である、ＪＦアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザ

ーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権

付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め

るものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい

ます。） 

９．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、

法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。ただし、マザーファンドの受益証券を除き

ます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、

有価証券にかかるものに限ります。） 

17．預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。） 

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの 

21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
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たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号およ

び第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と

いい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図

することができます。 

１．預金 

２．コール・ローン 

３．手形割引市場において売買される手形 

４．金銭債権（前項に掲げる有価証券または前各号もしくは次号に掲げるもののいずれかに該当するも

のを除きます。） 

５．金融商品取引法第２条第２項各号に規定する有価証券 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が

運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を主として前項各号（第５号を除きます。）に掲げる

投資対象により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属するすべての投資信託証券（次の各号に掲げるものを除きます。）の時価総

額と、マザーファンドの信託財産に属するすべての投資信託証券（次の各号に掲げるものを除きます。）

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の５％を超える

こととなる投資の指図をしません。 

１．取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。）に上

場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能（市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下

している場合を除きます。）なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの 

２．外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。以下同じ。）

または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能（市場急変等の特

別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）なもので、実際に当該市場を通じ

て取得したもの 

⑤ 前項において「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての投資信託証券の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。 

(利害関係人等との取引等) 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法(兼営法第２条第１項に

て準用する場合を含みます。以下本条および第27条において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法

律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間にお

いて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うもの

を含みます。) 、受託者の利害関係人、第27条第１項に定める信託業務の委託先もしくはその利害関係

人、または受託者における他の信託財産との間で、第15条ならびに前条第１項および第２項に定める資

産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うこ

とができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ

る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま

す。また、受託者の利害関係人がその利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に

は、信託財産と、委託者、その取締役、その親法人等もしくは子法人等(金融商品取引法第31条の４第３

項もしくは第４項に規定する親法人等もしくは子法人等をいいます。)、または委託者が運用の指図を行

う他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資を行うことの指図をすることができ、受託者は、

委託者の指図により、当該投資を行うことができます。 

④ 第１項および前項の取扱いは、第20条から第23条まで、第25条、および第30条から第32条までにおけ

る委託者の指図による取引その他これらに類する行為についても同様とします。 

⑤ 前各項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項

の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行い

ます。 

（投資する株式等の範囲） 

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市

場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市

場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま

す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
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については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で

目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者はこれに投資する

ことの指図ができるものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行う

ことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができ

るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

１．信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売り出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得

可能な株券。ここで「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236

条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第

341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。 

６．信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財

産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きま

す。）の行使により取得可能な株券 

③ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図

をすることができるものとします。 

（有価証券関連デリバティブ取引の運用指図・目的） 

第21条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に

属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定するものに限

ります。）についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。 

（有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引の運用指図・目的） 

第22条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財

産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引

を行うことの指図をすることができます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の

各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計

額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社

債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第24条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の

国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約の指図） 

第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券および外国通貨表示の預金その他の資産を

いいます。以下同じ。）の時価総額とみなし保有外貨建資産（信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。以下同じ。）との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資

産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引（金融商品取引法第２条第20項に定めるデリバ

ティブ取引を除きます。）を行うことの指図をすることができます。 

（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） 

第26条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場

の仲値によって計算します。 

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値

によって計算します。 
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（信託業務の委託等） 

第27条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の

委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の利害関係人を含みます。）を委

託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められるこ

と 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制

が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して

いることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務または行為を、受託者および委託者が適当と

認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存にかかる業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にか

かる業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第28条 受託者は、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により、金融機関、金

融商品取引業者のうち金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者または外

国の法令に準拠して設立された法人でこれに類するもの（以下、本条において総称して「金融機関等」

といいます。）から取得した、外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー

を、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとし

ます。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと

します。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や

かに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨

の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。

ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第30条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財

産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第31条 委託者は、前条の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式

の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができま

す。 

（資金の借入れ） 

第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手

当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、ま

たは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場

合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな

いものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有

する第16条第２項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該

期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償

還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総

額の10％以内とします。 

③ 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が
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支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第34条 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が

あるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当

金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを

立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定

めます。 

（信託の計算期間） 

第35条 この信託の計算期間（以下「計算期間」といいます。）は、毎月20日から翌月19日までとします。た

だし、最初の計算期間は、平成23年７月８日からとします。 

② 前項において、計算期間終了日が休業日に該当するときは、計算期間終了日は該当日の翌営業日に変

更されるものとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

（信託財産に関する報告等） 

第36条 受託者は、計算期間終了日に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提

出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提
出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ

ないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので

きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情

報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用（これにか

かる消費税等に相当する金額を含みます。）、受益権の取得申込みの勧誘のために作成する目論見書の

印刷に要する実費相当額（これにかかる消費税等に相当する金額を含みます。以下「目論見書印刷費」

といいます。）ならびに受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 委託者は、前項における信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用については、実費相当額の支弁を

受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.02％を乗じて得た額（ただし、年間300万円を上限

とします。）を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額およびこれにかかる消費税等に相当す

る金額の合計額の支弁を、計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日以降、信託財産中から受ける

ものとします。本項に基づいて委託者が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて

毎日費用計上するものとします。 

③ 第１項にかかわらず、目論見書印刷費は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受益者の負担と

しません。 

１．当該目論見書がこの信託契約締結日より前に作成されるものである場合は、第３条第１項に定める

信託金が50億円を下回った場合 

２．当該目論見書がこの信託契約締結日以降に作成されるものである場合は、当該目論見書の効力発生

日の直前の月における、最終営業日終了時点の信託財産の純資産総額が50億円を下回った場合 

３．当該目論見書が、その有効期間（第５項に定義するものをいいます。以下同じ。）の開始直前に印

刷されたものに加えて、当該有効期間中に印刷されるものである場合 

④ 第１項に基づく目論見書印刷費の支弁は、次の各号にしたがい行われるものとします。 

１．委託者は、目論見書印刷費をその支払い先に対し自己の資金をもって支払います。 

２．前号で支払われた目論見書印刷費は、該当する目論見書の有効期間の総日数で除し、その金額（円

未満切捨て）を当該期間を通じて毎日費用計上するものとします。 

３．委託者は、計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日以降に、前号にしたがいその日までに費

用計上された目論見書印刷費のうち支弁されていない額について、信託財産中から支弁を受けるもの

とします。 

⑤ 第３項第３号および前項第２号における「有効期間」とは、目論見書に記載の申込期間をいいます。

ただし、当該目論見書がこの信託契約締結日より前に作成されるものである場合は、この信託契約締結

日から当該申込期間の最終日までとします。 
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（信託報酬の総額） 

第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産

総額に年率1.47％を乗じて得た金額とします。 

② 前項の信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上し、計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日に

その日までの計上額のうち支弁されていない額を信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託

者間の配分方法は別に定めるものとします。 

③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、計算期間を通じて毎日計上し、前項の信託報

酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける

報酬を、第１項に基づいて委託者が受ける報酬から次の各号にしたがい支弁するものとします。 

１．報酬額は、次号に定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産総額に年率

0.5％を乗じて得た額の合計額とします。 

２．報酬対象期間は、毎年６月20日から12月19日までおよび12月20日から翌年６月19日までとします。

ただし、報酬対象期間終了日に該当する日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日よ

り次の報酬対象期間が開始されるものとします。また、この信託の終了の場合は、報酬対象期間終了

日は信託終了の日とします。なお、最初の報酬対象期間は平成23年７月８日からとします。 

３．支弁の時期は、報酬対象期間終了日の翌営業日以降とします。 

（利益の処理方法） 

第39条 信託財産から生ずる計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。 

１．信託財産に属する配当等収益（配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する

収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と、マザーファンドの信託財産に属する配

当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計

額から、諸経費、前条第１項に規定する信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金

額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。 

２．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買

益」といいます。）は、諸経費、前条第１項に規定する信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税

等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受

益者に分配することができます。 

② 前項第１号における「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額

に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額の割合を乗じて得た額を、すべて合計した額をいいます。 

③ 委託者は、計算期間終了日（平成23年７月19日、平成23年８月19日および平成23年９月20日を除きま

す。）において、別に定める収益分配方針にしたがって、第１項各号に定める受益者に分配することが

できる額と、分配準備積立金の合計額から収益の分配を行うことができます。分配を行わない額につい

ては、次計算期間以降の分配にあてるため分配準備積立金として積み立てます。 

④ 計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次計算期間に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第40条 受託者は、収益分配金および償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額をその時点における

受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）については次条第１項および第３項にそれぞれ規定

する支払開始日までに、一部解約金については次条第４項に規定する支払日までに、その全額を委託者

の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ

後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第41条 収益分配金は、計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、計算期間終了日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期

間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する金融商品取引業者また

は登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受

託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に交付されます。この場合、委託

者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にか

かる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたがい、

振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替

－  － 
 

 

80



 

口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかか

る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託

者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権について

は原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数

の減少の記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第43条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目か

ら当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者

の指定する金融商品取引業者または登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権

の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど追加信託にかかる受益権の口数

により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信

託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど

追加信託にかかる受益権の口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第42条 受益者が、収益分配金について前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しない

とき、または償還金について前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（一部解約） 

第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者の指定する金融商品取引業者または登録

金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、香港証券取引所ま

たはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日（半休日を含みます。）には、一部解約の実行請求

の受付は行いません。 

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な

お、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該

受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する金融商

品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

⑤ 委託者は、基準価額未定の事情が生じたときには、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中

止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止

以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、基準価額未定の事情が解消した後に最初に基準価額が計算された日を一部解

約の実行請求日とみなして、第３項に準じて一部解約の価額を計算します。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第44条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第45条 委託者は、信託契約締結日から１年経過以降、この信託の受益権の総口数が10億口を下回ることとな

った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない

事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま

す。この場合において、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の場合において、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ

の場合委託者は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の２

週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し

ます。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると

きの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数

に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 
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④ 第２項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、第１項において委託者がこの信託契約の解約をしようとする場合にお

いて、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには

適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第

２項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約

を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定にした

がいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に

引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第２項の書面決議で否決された場合を除き、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を

譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業は承継されることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して

信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所

に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し

た場合、委託者は、次条の規定にしたがうとともに、新受託者を選任します。なお、受益者は、本項に

よる場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者は、新受託者を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法

人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を

行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしま

す。 

② 委託者は、前項の場合（この信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）において、書面決議を行います。

この場合委託者は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定

め、当該決議の日の２週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した

書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると

きの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数

に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、第１項において委託者が重大な約款の変更等をしようとする場合にお

いて、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併

合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投

資信託との併合を行うことはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決

議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受
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益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取

請求の手続に関する事項は、第45条第２項または前条第２項に規定する書面に付記します。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第52条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま

せん。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（公告） 

第53条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

平成 23 年７月８日 

 

 

委託者 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社 
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親投資信託 

 

ＪＦアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド

（適格機関投資家専用） 
 

信 託 約 款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 
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運用の基本方針 

 

 信託約款第19条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のとおりとします。 

１．基本方針 

  この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益（配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料お

よびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）を確保し、かつこの投資信託にか

かる信託財産（以下「信託財産」といいます。）の中長期的な成長をはかることを目的として運用を

行います。 

２．運用方法 

(1) 投資対象 

① 主要投資対象は、以下のイからハの株式とします。以下のイからハにおける「アジア・オセアニ

ア各国」は、信託約款第20条第１項に定める者（以下「運用委託先」といいます。）がそれに該

当すると判断する国（ただし、日本を除きます。）とします。 

イ．アジア・オセアニア各国の市場で上場または取引されており、かつ当該諸国のいずれかの法
律に基づき設立されている企業の発行する株式 
ロ．売上または利益の大半をアジア・オセアニア各国から得ていると運用委託先が判断する企業
の発行する株式 
ハ．資産の大半をアジア・オセアニア各国に保有していると運用委託先が判断する企業の発行す
る株式 

② 上記①の主要投資対象のほか、運用委託先がそれと同等の投資成果を得られると判断する有価証

券にも投資します。当該有価証券には以下のイからハの有価証券を含みます。 

イ．上記①の株式にかかる預託証券（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいま
す。） 
ロ．金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるオプションを表示する証券または証書のうち、
上記①の株式（複数の銘柄の場合を含みます。以下同じ。）または上記①の株式で構成される株
価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的とするもの 
ハ．社債（外国の者が発行するものを含みます。）のうち、上記①の株式または上記①の株式で
構成される株価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的とするもの 

(2) 投資態度 

① 相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄に投資し

ます。 

② 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）については、

為替ヘッジを行いません。 

(3) 投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

③ 投資信託証券（信託約款第17条第１項なお書きに規定するものをいい、信託約款第17条第４項各

号に掲げるものを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額（信託約款第８条に規定す

るものをいいます。）の５％以下とします。 

④ 有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定するものに限ります。）についての有価証券関連

デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第８項第６号に規定するものをいいます。以下同じ。）

は、信託約款第23条に定める目的で行います。 

⑤ 有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に定める

ものをいいます。）は、信託約款第16条第１号ハに定めるものを、信託約款第24条に定める目的で

行います。 

以上 
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親投資信託 

ＪＦアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専用） 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託

であり、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託

銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま

す。 

（信託事務の委託） 

第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい

て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第１条第１項の

規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（兼営法第２条第

１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）

を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における受託者の利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じ

ることがない場合に行うものとします。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第３条 委託者は、金500億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれ

を引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,500億円を限度として信託金を追加することができるもの

とし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第１項もしくは第２項、第46条第１項、第47条

第１項または第49条第２項の規定による信託契約解約の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益証券（以下単に「受益証券」といいます。）の取得申込みの勧誘は、投

資信託及び投資法人に関する法律第４条第２項第12号で定める適格機関投資家私募に該当し、金

融商品取引法第２条第３項第２号イに掲げる私募の方法により行われます。 

（受益者） 

第６条 この信託の元本および収益の受益者は、受益証券を投資対象とするＪＰモルガン・アセット・

マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である中央三井アセット信託銀行株式会社としま

す。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第３条第１項に定める信託金にかかる受益権については、信託金１円を１口とし500

億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど次条の追

加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産の資産総額（信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって

時価評価したものをいいます。）から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま

す。）をその時点の受益権総口数で除した金額（以下「１口当たり純資産」といいます。）に、

当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第10条 委託者は、第12条に基づく受益証券取得申込者からの受益証券を記名式とする請求を受け、第

７条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 受益証券は、１口の整数倍の口数を表示するものとします。 

③ 受益者は受益証券を他に譲渡することはできません。 

④ 受益証券には、「ＪＦアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド（適格機関投資家専
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用）」という名称を付します。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第１項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの

信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行

います。 

（受益証券の無記名式への変更） 

第12条 受益証券の取得申込者は、取得申込時において、委託者に受益証券を記名式とするよう請求す

るものとします。また、当該請求により記名式となった受益証券を、無記名式とする請求をする

ことはできません。 

（記名式の受益証券の再交付） 

第13条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求

したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

（受益証券を毀損した場合などの再交付） 

第14条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付

を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、

前条の規定を準用します。 

（受益証券の再交付の費用） 

第15条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次の各号に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいい

ます。） 

イ．有価証券 

ロ．有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定するものに限ります。）についての有価証

券関連デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第８項第６号に規定するものをいいます。

以下同じ。）にかかる権利 

ハ．有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に

定めるものをいい、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。以下同じ。）にかかる権

利 

（1）金融商品（金融商品取引法第２条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除き

ます。以下同じ。） 

（2）金融商品の価格または金融商品（通貨を除きます。）の利率等（金融商品取引法第２

条第21項第４号に定めるものをいいます。） 

ニ．約束手形（上記イに該当するものを除きます。） 

ホ．金銭債権（上記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかか

るものを含みます。） 

２．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第17条 委託者（第20条第１項に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含み

ます。以下、第19条、第21条から第25条まで、第27条、第29条第３項第３号、および第32条から

第34条までにおいて同じ。）は、信託金を、前条の資産のうち、主として次の有価証券に投資す

ることを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
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をいいます。） 

９．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをい

います。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する

もの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券にかかるものに限ります。） 

17．預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の

証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならび

に第12号および第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの

を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用すること

を指図することができます。 

１．預金 

２．コール・ローン 

３．手形割引市場において売買される手形 

４．金銭債権（前項に掲げる有価証券または前各号もしくは次号に掲げるもののいずれかに該当

するものを除きます。） 

５．金融商品取引法第２条第２項各号に規定する有価証券 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を主として前項各号（第５号を除きま

す。）に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属するすべての投資信託証券（次の各号に掲げるものを除きます。）の

時価総額が、信託財産の純資産総額の５％を超えることとなる投資の指図をしません。 

１．取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定するものをいいます。以下同

じ。）に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能（市場急変等の特別な事情により一時

的に流動性が低下している場合を除きます。）なもので、実際に当該市場を通じて取得したも

の 

２．外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。以下

同じ。）または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能

（市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）なもので、

実際に当該市場を通じて取得したもの 

（利害関係人等との取引等） 

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法（兼営法第２条

第１項にて準用する場合を含みます。以下本条および第29条において同じ。）、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、

受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該

第三者の代理人となって行うものを含みます。）、受託者の利害関係人、第29条第１項に定める
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信託業務の委託先もしくはその利害関係人、または受託者における他の信託財産との間で、第16

条ならびに前条第１項および第２項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人

に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと

ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができ

るものとします。また、受託者の利害関係人がその利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない

場合には、信託財産と、委託者、その取締役、その親法人等もしくは子法人等（金融商品取引法

第31条の４第３項もしくは第４項に規定する親法人等もしくは子法人等をいいます。）、または

委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資を行うことの指

図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資を行うことができます。 

④ 第１項および前項の取扱いは、第22条から第25条まで、第27条、第32条および第33条における

委託者の指図による取引その他これらに類する行為についても同様とします。 

⑤ 前各項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条

第３項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図

を行います。 

（運用の権限委託） 

第20条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド 

Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、受益証券を投資対象とする投資信託であるＪＦアジ

ア・オセアニア高配当株式ファンド（以下本項において「ベビーファンド」といいます。)の委託

者がベビーファンドから受ける報酬より、次の各号にしたがい支弁されます。 

１．報酬額は、次号に定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点におけるベビーファンド

の信託財産の純資産総額に年率0.5％を乗じて得た額の合計額とします。 

２．報酬対象期間は、毎年６月20日から12月19日までおよび12月20日から翌年６月19日までとし

ます。ただし、各報酬対象期間終了日に該当する日が休業日の場合はその翌営業日を終了日と

し、その翌日より次の報酬対象期間が開始されるものとします。また、ベビーファンドの信託

の終了の場合は、報酬対象期間終了日はその信託終了の日とし、この信託が終了する場合は当

該信託終了日を報酬対象期間終了日とします。なお、最初の報酬対象期間は平成23年７月８日

からとします。 

３．支弁の時期は、前号に定める報酬対象期間終了日の翌営業日以降とします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けた者が、法令に違反した場合、この信託

契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指

図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

（投資する株式等の範囲） 

第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融

商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引

所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の

発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権

証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権

証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者はこ

れに投資することの指図ができるものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指

図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻

しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うこと

ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

１．信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 
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３．有償増資により取得する株券 

４．売り出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権によ

り取得可能な株券。ここで「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、

会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と

当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または

会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。 

６．信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または

信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも

のを除きます。）の行使により取得可能な株券 

③ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れること

の指図をすることができるものとします。 

（有価証券関連デリバティブ取引の運用指図・目的） 

第23条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託

財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券（金融商品取引法第２条第１項に規定

するものに限ります。）についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすること

ができます。 

（有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引の運用指図・目的） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリ

バティブ取引を行うことの指図をすることができます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につい

て次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時

価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す

る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第26条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ

が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約の指図） 

第27条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券および外国通貨表示の預金その他の

資産をいいます。以下同じ。）の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替

の売買の予約にかかる取引（金融商品取引法第２条第20項に定めるデリバティブ取引を除きま

す。）を行うことの指図をすることができます。 

（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） 

第28条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売

買相場の仲値によって計算します。 

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によって計算します。 

（信託業務の委託等） 

第29条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信

託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の利害関係人を含

みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら

れること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行

う体制が整備されていること 
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４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務または行為を、受託者および委託者が

適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存にかかる業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行

為にかかる業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第30条 受託者は、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により、金融機

関、金融商品取引業者のうち金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行

う者または外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類するもの（以下、本条において総称

して「金融機関等」といいます。）から取得した、外国において発行された譲渡性預金証書また

はコマーシャル・ペーパーを、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等

の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第31条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する

ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管

理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計

算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（有価証券の売却等の指図） 

第32条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第33条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証

券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（損益の帰属） 

第34条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。 

（受託者による資金の立替え） 

第35条 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の

申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式

の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受

託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第36条 この信託の計算期間（以下「計算期間」といいます。）は、毎年６月20日から12月19日までお

よび12月20日から翌年６月19日までとします。ただし、最初の計算期間は、平成23年７月８日か

らとします。 

② 前項において、計算期間終了日が休業日に該当するときは、計算期間終了日は該当日の翌営業

日に変更されるものとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

（信託財産に関する報告等） 

第37条 受託者は、計算期間終了日に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託

者に提出します。 
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② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託

者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告

は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこ

とのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するお

それのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできな

いものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利

息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第39条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第40条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、信託期間中には分配しませ

ん。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第41条 追加信託金または信託契約の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加

信託の場合は追加信託差金として、信託契約の一部解約の場合は解約差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第42条 受託者は、この信託が終了したときは、償還金（信託終了時における１口当たり純資産をいい

ます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支

払います。 

（一部解約） 

第44条 委託者は、受益者の請求があった場合には、この信託契約の一部を解約します。 

② 前項における一部解約にかかる額は、一部解約を行う日の前営業日の１口当たり純資産に、当

該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託契約の解約） 

第45条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ解約しようと

する旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、受益証券を投資対象とすることをその信託約款において定めるすべての証券投資信

託が終了することとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合にお

いて、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、第１項の場合において、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い

ます。この場合委託者は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当

該決議の日の２週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した

書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。 

⑤ 第３項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、第１項において委託者がこの信託契約の解約をしようとする場

合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を

したときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、第３項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な

－  － 
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場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信

託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定

にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第２項の書面決議で否決された場合を

除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業は承継されることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違

反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託者または受益

者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判

所が受託者を解任した場合、委託者は、次条の規定にしたがうとともに、新受託者を選任します。

なお、受益者は、本項による場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者は、新受託者を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信

託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変

更することができないものとします。 

② 委託者は、前項の場合（この信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場

合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）において、書面決

議を行います。この場合委託者は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容および

その理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、知れている受益者に対し、書面をも

ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。 

④ 第２項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、第１項において委託者が重大な約款の変更等をしようとする場

合において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同

意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、

当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、

当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、

書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己

の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求

－  － 
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権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第45条第３項または前条第２項に規定する書面

に付記します。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第52条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第１項に定める書面を受益者に交付しま

せん。 

（運用報告書） 

第53条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書を受益者に交

付しません。 

（公告） 

第54条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第55条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

平成23年７月８日 

 

委託者 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社 

－  － 
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